
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

は じ め に 

 

志摩市は古くから「御食
み け つ

国
くに

」と呼ばれ、水産物が豊富で都や神宮に食材を提供する食の

ブランド地域として知られており、豊かな里と海の自然の恵みを享受しながら、人と自然

が共生してきました。 

ここ数年では、伊勢志摩サミットで、志摩市の魚介類が高評価を得られたことや、漁

期・大きさ・漁獲量などの自主規制により、資源保護に配慮した、持続可能な水産業の取

り組みは、海外からも評価を得ており、志摩の自然が育む高い生物の多様性や生産性をも

つ生態系を活用しながら、連綿と守り継がれた海女漁業や、世界に先駆けて発達し、高品

質な真珠を生産してきた真珠養殖業が、持続可能な産業として日本農業遺産にも認定され

ました。 

また、観光・商工・福祉と漁業関係者などが連携した新たな漁業就業形態を構築し、高

齢者・新規就業者・障がい者などの雇用の場の創出や所得増大、養殖・漁獲技術の継承に

向け、畔志賀漁師塾や地域おこし協力隊などの担い手受入れ推進事業が進められています。 

伊勢志摩サミットでは、国連で定められた、海の資源の持続可能な利用を含めた「持続

可能な開発目標（ＳＤＧs）」をどう達成していくかについて話し合われ、既に取り組み

が進められています。 

志摩市においても水産業が持続可能な産業として発展していくためには、漁場環境の改

善や保全、資源管理型漁業の推進、水産物・水産加工品の高付加価値化など、地域が一体

となって取り組みを進める必要があります。 

このため、第２次志摩市水産業振興計画では、第２次志摩市総合計画や志摩市人口ビジ

ョンとの整合を図り、漁業関係者以外にも一般市民、商工会、観光協会、飲食店、観光事

業者、県立水産高等学校などを対象としたアンケート調査やヒアリング調査を行い、水産

業の現状・課題等について本計画策定検討会で検討するとともに、パブリックコメントに

おいて意見募集を行い、それらの意見・意向を考慮して策定しました。 

本計画では、『資源管理型漁業と水産物・水産加工品の付加価値向上を推進し、持続可

能な魅力ある水産業を目指して』を目標として掲げ、産業が元気なまちを目指してまいり

ますので、市民や事業者の皆さまのなお一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

最後に、本計画の策定にあたりましてご尽力いただきました志摩市水産業振興計画策定

検討会委員の皆さまをはじめ、ご意見やご提言をいただきました多くの市民の皆さまに心

からお礼を申し上げます。 

 

平成 30 年３月 

志摩市長 竹内 千尋 
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第１章 計画策定の基本的な考え方 

 

１．計画策定の趣旨 

本市における水産業の振興に向けて、水産行政の基本的な方向性を示すために第２次志

摩市水産業振興計画(以下「本計画」という)を策定しました。 

策定にあたっては、2007年度策定の志摩市水産業振興計画（以下「第１次計画」とい

う）に掲げた取り組みに対する成果を検証し、策定の前提となる現状把握等の基礎調査を

実施したうえで分析等を行い、本市の水産業の振興に向けた目標と基本方針を定めるとと

もに、必要な基本施策や展開方策を検討し、実効性のある計画を策定しました。 

 

２．計画の概要 

(1) 計画策定の手順 

本計画は、既存資料の分析、アンケート調査、ヒアリング調査を行い、水産業の現

状・課題等を把握したうえで原案を作成し、本計画策定検討会で検討を行うとともに、

パブリックコメントにおいて意見を募集し、それらの意見・意向を考慮して策定しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 計画策定の期間 

本計画の期間は、2018 年度から 2027 年度までの 10 年間とします。 

なお、社会・経済状況の変化や、国・三重県の動向及び本市の上位・関連計画等の進

捗を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとします。 

第２章 水産業の現状と課題 

第１章 計画策定の基本的な考え方 
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第４章 水産業の振興に向けた基本方針と施策 
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「第１次計画」

の実績と評価

及び見直し 
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第５章 施策の展開方策 
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水産業の現状 ヒアリング調査 アンケート調査
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(3) 地区区分 

水産業の現況整理及び本計画の立案にあたっては、現況の漁業特性を踏まえ、以下の

地区区分を基本として行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養殖漁業（的矢湾地区） 国府、安乗、下之郷、飯浜、穴川、坂崎、三ケ所、渡鹿野、的矢

養殖漁業（英虞湾地区） 
浜島、南張、桧山路、塩屋、迫子、波切、船越、片田、布施田、

和具、越賀、御座、鵜方、神明、立神  

沿岸漁業（的矢湾地区） 国府、安乗、下之郷、飯浜、穴川、坂崎、三ケ所、渡鹿野、的矢 

沿岸漁業（英虞湾地区） 
浜島、南張、桧山路、塩屋、迫子、波切、船越、片田、布施田、

和具、越賀、御座、鵜方、神明、立神 

沿岸漁業（外 洋 地 区） 
浜島、南張、波切、船越、名田、畔名、片田、布施田、和具、 

越賀、御座、志島、甲賀、国府、安乗  

沖合漁業（外 洋 地 区） 浜島、和具、安乗 

的矢湾地区 

英虞湾地区 

的矢湾地区 

英虞湾地区 

外洋地区 

志摩市の水産業 

真珠養殖 

ノリ養殖 

カキ養殖 

ワカメ養殖 

底びき網 

小型まき網 

敷網 

刺網 

釣り 

はえ縄 

船びき網 

定置網 

採貝 

採藻 

その他の漁業

遠洋、近海マグロはえ縄 

遠洋、近海カツオ一本釣 

中型まき網 

外洋地区 

沖 合 漁 業✳

沿 岸 漁 業✳

養 殖 漁 業 

海 面 漁 業✳
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① 養殖漁業 
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② 海面漁業（沿岸漁業） 
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③ 海面漁業（沖合漁業） 
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いなべ市

桑名市

木曽岬町東員町
菰野町

四日市市

鈴鹿市亀山市

津市 

伊賀市

名張市

松阪市
明和町

多気町
玉城町

伊勢市

鳥羽市

度会町

南伊勢町大台町
大紀町

紀北町

尾鷲市

熊野市

御浜町

紀宝町 

志摩市 

三重県 

朝日町
川越町

第２章 水産業の現状と課題 

 

１．水産業の現状 

(1) 志摩市の概要 

① 位置及び地勢 

本市は 2004 年 10 月１日、浜島町、大王町、志摩町、阿児町、磯部町の５町が合併

して誕生しました。三重県の東南部に位置し、北部は伊勢市と鳥羽市に、西部は南伊

勢町に接し、南部と東部は太平洋に面しています。また、大消費地である大阪、名古

屋までは、高速道路を利用し約３時間の距離に位置しています。 

陸域の全域と海域の一部が伊勢志摩国立公園に指定され、英虞湾・的矢湾では複雑

に入り組んだリアス海岸や大小の島々が美しい景観をつくり上げる自然豊かな地域で

あるとともに、イセエビ、フグ、アワビ、カキ、アオサなどの豊かな海の幸に恵まれ、

古くから「御食
み け つ

国
くに

」✳として知られています。 

本市の面積は約 180ｋ㎡となっています。 
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② 自然環境 

ア．気候 

四季を通じて温暖で、気温は年平均 15.6℃（鳥羽観測所 1981～2010 年の 30 年

間）です。なかでも沿岸部は、太平洋を流れる黒潮の影響により積雪を見ることは

稀です。年平均降水量は、1,943mm（阿児観測所 1982～2010 年の 29 年間）となっ

ています。 

イ．水環境 

水環境については、河川延長は約 79km あり、19 の河川が２級河川に、33 の河川

が準用河川にそれぞれ指定されています。いずれの河川も川幅が十分でなく、台風

や大雨時には、河川が氾濫を起こしやすく、道路や住宅及び農地に被害を与えてお

り、計画的に整備・改修を行っていく必要があります。また、本市の海岸線は約

295km あり、太平洋、英虞湾、的矢湾に面し、多くが海岸保全区域に指定されてい

ます。自然災害を予防して市民の不安を取り除くことはもちろん、眺望や景観に配

慮した河川・海岸保全に努める必要があります。 

ウ．景観 

英虞湾・的矢湾を中心とした優れた自然環境や、漁業などの生活文化が反映され

た“なりわい環境”、多くの人が集い利用する市街地などが、長い年月の中で積み

重なり、現在の景観を構成しています。 

 

③ 社会環境 

ア．人口・世帯数の推移 

本市の人口は約 50 千人（2015 年国勢調査）、世帯数は約 20 千世帯（同）です。 

人口は1955年をピークとして、減少しています。また、世帯数は、増加してい

る三重県とは反対に2000年をピークに漸減✳しています。 
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イ．交通 

道路網は、国道 167 号が志摩地方と鳥羽市方面を結ぶ主要な道路となっています。

また、県道鳥羽阿児線（パールロード）が海岸近くを鳥羽市から本市まで続いてい

ます。志摩市阿児町鵜方からは、国道 260 号が志摩半島の先端まで通っており、志

摩市阿児町、志摩市大王町、志摩市志摩町を連絡し、主要地方道浜島阿児線が志摩

市浜島町と志摩市阿児町を結んでいます。さらに、志摩地方と伊勢市方面を結ぶ道

路として、主要地方道伊勢磯部線（伊勢道路）と伊勢二見鳥羽ラインを経て伊勢自

動車道に接続する国道 167 号バイパス（第二伊勢道路）が通っています。 

 

ウ．観光 

本市は、2013 年に「新しい里海のまち」を宣言し、「御食
み け つ

国
くに

」と呼ばれる由縁

となった水産物を中心に、高品質な農林水産物が持続的・安定的に生産できるよう

にするとともに、人と自然が共生することで生み出される美しい景観や産品の魅力

に誘われ国内外の多くの人々が訪れるまちづくりを目指しています。 

2016 年４月には「スポーツ観光都市」を宣言し、美しい景観や里海といった本

市ならではの自然環境を利用したスポーツが、本市を訪れる人々の観光目的のひと

つになっており、新たな観光資源として定着しています。また、2016 年５月には

賢島において主要国首脳会議（サミット）が開催され、開催地をセールスポイント

に地域の活性化が図られています。 

本市における 2005 年から 2010 年の観光入込客数は毎年 400 万人台で推移してい

ました。東北地方太平洋沖地震の発生した 2011 年以降は伊勢神宮の遷宮で賑わっ

た 2013 年を除き 370 万人台まで落ち込みましたが、2016 年は、サミット効果によ

る外国人観光客の増加もあり 380 万人の観光客が本市を訪れました。 
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(2) 水産業の位置づけ 

① 労働力人口 

本市の 15 歳以上の人口はおよそ 45 千人（2015 年国勢調査）で、このうち労働力

人口はおよそ 25 千人（同）となっています。 

2015 年の労働力人口の内訳をみると、卸売業・小売業、医療・福祉、宿泊業・飲

食サービス業が多く、漁業就業者✳は労働力人口の 6.4％を占めています。 

2015 年の漁業就業者が労働力人口に占める割合は､2005 年と比較すると､2.2％減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、三重県全域と比較すると、漁業就業者の構成比は 2005 年、2015 年とも、

本市が上回っています。 
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資料：国勢調査 

農業

2.8%
林業

0.0%
漁業

8.6%

鉱業

0.0%

建設業

9.6%

製造業

11.9%
電気･ガス･熱

供給・水道業

0.3%

情報通信業

0.4%

運輸業

3.9%

卸売 ・

小売業

15.4%

金融 ・

保険業

1.1%

不動産業

0.6%

飲食店，

宿泊業

11.0%

教育 ，学習支

援業

3.4%

医療，福祉

7.9%

複合サービス事業

1.9%

サービス業

（他に分類さ

れないもの）

13.0%

公務(他に分類

されないもの)

2.4%

分類不能の産業

0.3%

完全

失業

者

5.7%

2005 年 総数 29,952 人 

農業

2.0%

林業

0.0%
漁業

6.4%

鉱業，採石業，

砂利採取業

0.1%建設業

8.3%

製造業

9.2%
電気・ガス・熱

供給・水道業

0.3%情報通信業

0.4%

運輸業，郵便業

4.0%

卸売業，小売業

14.1%

金融業，保険業

1.3%

不動産業，物品

賃貸業

1.0%

学術研究，専門・

技術サービス業

1.4%

宿泊業，飲食

サービス業

12.4%

生活関連サービ

ス業，娯楽業

5.3%

教育，学習支援業

3.6%

医療，福祉

13.0%

複合サービス事業

1.7%

サービス業（他に分

類されないもの）

6.3%

公務（他に分類さ

れるものを除く）

2.8%

分類不能の産業

2.2%

完全

失業

者

4.2%

2015 年 総数 24,879 人 

三重県労働力人口の内訳（2005 年、2015 年） 

資料：国勢調査 

農業

3.6%

林業

0.1%
漁業

0.9%

鉱業

0.1%
建設業

8.0%

製造業

23.5%

電気･ガス･熱

供給・水道業

0.5%

情報通信業

1.0%
運輸業

4.9%

卸売 ・

小売業

15.5%

金融 ・

保険業

2.0%

不動産業

0.6%
飲食店，

宿泊業

4.5%

教育 ，学習支援業

4.1%

医療，福祉

7.9%

複合サービス事業

1.2%

サービス業（他に分

類されないもの）

12.1%

公務(他に分類さ

れないもの)

3.2%

分類不能の産業

1.4%
完全

失業者

4.7%

2005 年 
総数 968,343 人 

農業

2.7%
林業

0.1% 漁業

0.6%
鉱業，採石

業，砂利採取業

0.0%建設業

6.7%

製造業

23.1%

電気・ガス・熱

供給・水道業

0.5%

情報通信業

1.0%

運輸業，郵便業

5.2%

卸売業，小売業

14.0%
金融業，保険業

2.1%
不動産業，物

品賃貸業

1.2%

学術研究，専

門・技術サービ

ス業

2.2%

宿泊業，飲食

サービス業

5.2%

生活関連サービ

ス業，娯楽業

3.5%

教育，学習支援業

4.3%

医療，福祉

11.3%

複合サービス事業

1.0%

サービス業

（他に分類さ

れないもの）

5.3%

公務（他に分類

されるものを除

く）

3.2%

分類不能

の産業

3.2%

完全

失業者

3.4%

2015 年 総数 903,734 人 
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② 漁業就業者 

ア．漁業就業者数 

本市の漁業就業者数は、1960 年のピーク時にはおよそ 12,500 人でしたが、現在

では約８分の１のおよそ 1,600 人にまで減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．男女別漁業就業者数 

本市の男女別漁業就業者は 60～69 歳が最も多く、30 歳以下が少なくなっており、

三重県と同じ傾向になっています。ただ本市は三重県と比較して、女性の割合が高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志摩市の漁業就業者数 

資料：国勢調査 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

漁
業
就
業
者
数
（
人
）

年

男女別の漁業就業者数（2015 年） 

（志摩市） （三重県） 

資料：国勢調査 

0
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就
業
者
数
（
人
）

年齢
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男

0
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2,000
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就
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数
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男
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ウ．漁業就業者の年齢構成 

本市の漁業就業者の年齢構成をみると、30 歳未満の就業者がおよそ３％にとど

まっている一方、70 歳以上の就業者は 2005 年時点では全体の約 18％であったのが

2015 年にはおよそ 30％を占め、高齢化が目立っています。 

本市の漁業就業者の年齢構成を三重県と比較すると、同じような年齢構成となっ

ています。 
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志摩市の漁業就業者の年齢構成（2005 年、2015 年） 

三重県の漁業就業者の年齢構成（2005 年、2015 年） 

15～19歳

0.4%

20～29歳

3.7%

30～39歳

8.6%

40～49歳

14.4%

50～59歳

20.6%
60～69歳

31.8%

70歳以上

20.4%

資料：国勢調査 

2015 年 

15～19歳

0.4%

20～29歳

2.6% 30～39歳

6.7%

40～49歳

15.4%

50～59歳

19.6%
60～69歳

25.8%

70歳以上

29.5%

総数 1,580 人

2005 年 

15～19歳

0.2%

20～29歳

2.8%
30～39歳

7.7%

40～49歳

15.0%

50～59歳

21.6%

60～69歳

34.5%

70歳以上

18.3%

総数 2,579 人

資料：国勢調査 

2005 年 

総数 9,080 人

15～19歳

0.5%
20～29歳

4.4%
30～39歳

7.5%

40～49歳

14.3%

50～59歳

19.3%60～69歳

25.2%

70歳以上

28.8%

2015 年 

総数 5,842 人
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③ 水産業の総生産 

三重県の市町民経済計算✳によると、ここ 10 年間の本市の総生産✳は減少傾向とな

っており、2014 年の本市の総生産は三重県全体のおよそ 1.3％にあたる 978 億円とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年の本市総生産のうち、水産業総生産は約 16 億円で本市全体の約 1.6％を占

め、10 年前と比較して 0.5％減少しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※内訳は、総生産から「輸入品に課せられる税・関税等」を除いた額を 100％としたときの割合を示しています。 

資料：三重県の市町民経済計算（2014 年度）

志摩市の総生産の内訳（2004 年、2014 年） 

2004 年 

農 業

1.2%

林 業

0.1%

水産業

2.1% 製造業

7.9%

建設業

9.8%

電気・ガ

ス・水道業

5.5%

卸売・小売

業

11.2%
金融・保

険業

4.4%
不動産業

7.0%

運輸業

3.0%

情報・通信

業

2.6%

サ－ビス業

28.2%

その他

17.1%

計 

117,262 百万円

農 業

1.0%

林 業

0.1%

水産業

1.6% 製造業

7.3%

建設業

8.7%
電気・ガス・

水道業

3.7%

卸売・小売業

12.5%

金融・保険業

3.0%
不動産業

6.7%運輸業

3.2%

情報・通信業

2.7%

サ－ビス業

31.0%

その他

18.6%

2014 年 
計 

97,060 百万円

資料：三重県の市町民経済計算（2014 年度） 

三重県・志摩市の総生産の推移 
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2014 年の三重県の水産業総生産の市町別内訳をみると、本市は４位になっていま

す。また、三重県全体に占める割合は 10 年前と比較して 1.7％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

本市水産業の総生産は、減少傾向にあり、この傾向は、三重県全体の水産業の総生

産の推移と同じ傾向を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

三重県・志摩市の水産業総生産の推移 

資料：三重県の市町民経済計算（2014 年度） 
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三重県の水産業総生産の市町別内訳(2004 年、2014 年) 

資料：三重県の市町民経済計算（2014 年度）

南伊勢町

35.8%

紀北町

10.9%鳥羽市

10.5%

志摩市

8.4%

尾鷲市

7.1%

伊勢市

5.4%

四日市市

4.4%

鈴鹿市

3.5%

桑名市

3.4%

その他

10.6%

2004 年 

三重県計 

29,482 百万円 

南伊勢町

41.9%

鳥羽市

13.6%

紀北町

9.9%

志摩市

6.7%

尾鷲市

6.0%

津市

4.0%

伊勢市

3.9%

鈴鹿市

3.8%

桑名市

2.6%

その他

7.5%

2014 年 

三重県計 

23,650 百万円 
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(3) 港湾と漁港 

① 港湾 

本市には、的矢港、賢島港、浜島港の３港湾があります。各港湾の概要は、以下の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港湾の位置 

 

ア．的矢港 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的矢港の概要 
地方港湾指定：昭和 28 年 9 月 22 日 

港湾区域面積：1,000ha 

係 留 施 設：-1.0～-3.0ｍ  総延長 1,706ｍ 

泊 地：-0.5～-3.0ｍ  総面積 56.9 千㎡ 

入港船舶総㌧数：131 ㌧（H26） 

取 扱 貨 物 量：479 ㌧（H26） 

 
 志摩半島の中央部に位置する的矢港は、小型船に

よるカキ・ノリ養殖漁業を主とする沿岸漁業と近海

漁業の基地になっています。近年は観光リゾートの

拠点としても注目されています。 

 また渡鹿野地区は、島の玄関口のグレードアップ

と機能拡充のための整備を、平成３年度に着手し、

平成 15 年度に完成しました。 

（三重県のＨＰ（三重県の港湾）及び三重の港湾パ

ンフレットより一部引用） 

 

的 矢 港

三ケ所 

的矢 

国府 

坂崎 

飯浜 

渡鹿野 
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賢島港

浜島港 
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イ．賢島港 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．浜島港 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賢島港の概要 
地方港湾指定：昭和 28 年 9 月 22 日 

港湾区域面積：200ha 

係 留 施 設：-0.6ｍ     総延長 41ｍ 

泊 地：-1.0～-2.0ｍ  総面積 11.3 千㎡ 

入港船舶総㌧数：481,836 ㌧（H26） 

取 扱 貨 物 量：150 ㌧（H26） 

 
英虞湾に広がるいくつもの入り江と、個性的な

島々。伊勢志摩リゾートの中核に位置する賢島港
は、昭和４年（1929 年）に建設された、比較的新し
い港です。 

昭和 23 年（1948 年）には伊勢志摩国立公園の指
定を受け、リアス海岸を望む山々にはホテルが建設
され、海では志摩周遊、英虞湾一周観光船が行き交
うなど、賢島港周辺は観光開発が進み、わが国でも
屈指のリゾート観光地の玄関口として現在に至って
います。 

平成 28 年５月 26・27 日に、賢島において主要国
首脳会議（サミット）が開催され、平成 29 年６月
２日には、賢島港と浜島港の２つの港が「みなとオ
アシス志摩」としてみなとオアシスに登録されまし
た。サミット開催地とみなとオアシスをセールスポ
イントとして地域の活性化が図られています。 
（三重県のＨＰ（三重県の港湾）及び三重の港湾パ
ンフレットより一部引用） 

浜島港の概要 
地方港湾指定：昭和 27 年 9 月 1 日 

港湾区域面積：600ha 

係 留 施 設：-2.0～-5.5ｍ  総延長 795ｍ 

泊 地：-2.0～-5.5ｍ  総面積 71.8 千㎡ 

入港船舶総㌧数：67,596 ㌧（H26） 

取 扱 貨 物 量：2,936 ㌧（H26） 

 
県内唯一の避難港である浜島港は、志摩半島の南

端、真珠養殖で有名な英虞湾の湾口・北西部にあ
り、リアス海岸の天然の良港です。海岸は侵食など
による湾曲が多く、複雑に入り込んだ景観は、奥志
摩の代表的景勝地として、また豊富な魚介類の味覚
や釣りを目的に、近畿圏を中心に全国から多くの観
光客が訪れています。 

近年、浜島港には耐震強化岸壁が整備されまし
た。また、平成 29 年６月２日に賢島港と浜島港の
２つの港が「みなとオアシス志摩」としてみなとオ
アシスに登録され、磯体験施設「海ほおずき」を交
流の場ならびに情報発信の拠点とするとともに、各
種イベントを通じて地域の活力づくりを促進してい
ます。 
（三重県のＨＰ（三重県の港湾）及び三重の港湾パ
ンフレットより一部引用） 

賢 島 港 

賢島 
賢島 

浜 島 港 

浜島 
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片田漁港（第１種） 

漁港指定：昭和 28 年３月５日 

管理者 ：志摩市 

和具漁港（第４種） 

漁港指定：昭和 26 年７月 28 日

管理者 ：三重県 

越賀漁港（第１種） 

漁港指定：昭和 28 年３月５日 

管理者 ：志摩市 

御座漁港（第２種） 

漁港指定：昭和 28 年３月５日 

管理者 ：志摩市 

間崎漁港（第１種） 

漁港指定：昭和 38 年２月 14 日

管理者 ：志摩市 

神明漁港（第１種） 

漁港指定：平成元年 12 月６日 

管理者 ：志摩市 

安乗漁港（第３種） 

漁港指定：昭和 26 年７月 28 日

管理者 ：三重県 

国府漁港（第１種） 

漁港指定：昭和 55 年２月 20 日 

管理者 ：志摩市 

甲賀漁港（第１種） 

漁港指定：昭和 28 年３月５日 

管理者 ：志摩市 

名田漁港（第１種） 

漁港指定：昭和 28 年３月５日 

管理者 ：志摩市 

波切漁港（第３種） 

漁港指定：昭和 26 年７月 28 日

管理者 ：三重県 

深谷漁港（第２種） 

漁港指定：昭和 44 年９月６日 

管理者 ：三重県 

② 漁港の概要 

本市には、市営８港、県営４港の、合わせて 12 の漁港があります。 

なお、各漁港の位置、指定年月日及び管理者は、以下のとおりです。 
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③ 海岸保全区域における漁業関連施設 

本市の海岸保全区域（農地海岸を除く）は、下図に示すとおりであり、区域内には

漁業協同組合の給油施設や三重県の船揚場などの漁業関連施設が設置されているとこ

ろもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡   例 

河川局所管海岸保全区域 

港湾局所管海岸保全区域 

漁港海岸保全区域 

間崎島南 

地先 
間崎漁港

間崎島北地先浜島地区 

御座東地先 

塩屋地区 

迫子 

地区 

神明中

地先 

塩屋中・ 

北地先 
迫子西・

中地先 

立神北地先 

立神南地先 

波切漁港 

布施田地区

布施田浦 

地区 

和具浦

地区 

越賀浦

地区 

越賀地区

船越地区 

国府地区 

志島地区

鵜方浦地区

南張地区 

的矢地区 
飯浜地区

穴川坂崎地区

三ケ所 

地区 

渡鹿野地区 

国府 

地区(1) 

阿瀬地区

浜島地区 

神明漁港 

賢島地区

神明東地先 

波切浦地区 

御座西 

地先 

小島小島地区 

名田地区 

畔名地区 

安乗地区 
国府 

地区(2) 

迫子東地先 

和具 

地区 

御座漁港 

越賀漁港

和具漁港

片田漁港

安乗漁港 

国府漁港

甲賀漁港

名田漁港 

深谷漁港 

神明西地先 

塩屋南地先

大島大島地区 
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④ 漁港整備の沿革 

各漁港整備の沿革は、以下のとおりです。 

漁港名 漁港整備の沿革 

国府漁港 国府漁港は、志摩半島中央部に位置し、北に安乗漁港、南に甲賀漁港をひか
えている。当地区は古くから漁業が営まれてきたが、漁港施設がなく漁業活動
に際し不便をきたしていたため、地元の強い要望により昭和 55 年に漁港指定
された。翌 56～62 年度において、局部改良事業にて整備され、現在に至る。 

甲賀漁港 甲賀漁港は、昭和 28 年に漁港指定され、東・西防波堤整備と泊地浚渫等、
局部改良事業による整備が図られ、昭和 36 年に現漁港の基礎が完成した。昭
和 39～44 年度には局部改良事業で防砂堤、護岸、物揚場等を造成、昭和 47～
48、54 年度に海岸保全事業により堤防を造成、昭和 51～55 年度の県単改良事
業により防波堤、護岸、堤防を整備、昭和 53､55 年度には局部改良事業による
防波堤嵩上げと泊地浚渫が行われ、漁港としての機能を発揮するに至り、昭和
57 年度に第７次漁港整備計画をたて漁港改修事業を施行、平成 6～11 年度は局
部改良事業、平成 12～13、18 年度は県単漁港改良事業を施行、平成 29 年度に
は市単漁港改良事業で突堤が整備され、現在に至る。 

神明漁港 神明漁港は、英虞湾に面したリアス海岸の湾奥部に位置し、平常時は波が穏
やかであるが、台風時には漁船の避難場所がなく、過去の伊勢湾台風やチリ津
波で大きな被害が発生した。平成元年に漁港の指定を受け、第８次漁港整備計
画の漁港改修事業として着工、第９次計画では南防波堤、臨港道路、船揚場等
の建設が計画に沿って進められてきた。漁港漁場機能高度化事業は、船揚場等
を整備、平成 15 年度の県単漁港改良事業は、護岸を整備、平成 27 年度の市単
漁港改良事業で野積場等が整備され、現在に至る。 

名田漁港 名田漁港は、昭和 10 年に東防波堤 66ｍを築造し、天然の海浜を利用する状
態が続いていたが、昭和 28 年漁港指定され、昭和 36 年の台風被害の災害復旧
工事、昭和 45 年からの海岸整備事業等を経て、平成８年度からは第６次海岸
事業計画による海岸保全施設整備事業を平成 11 年度で完了、平成 13、14 年度
の県単改良事業で老朽化していた東堤防と船揚場を改良、平成 22 年度には県
単漁港改良事業で東防波堤が整備され、現在に至る。 

片田漁港 片田漁港は、昭和 28 年当時、志摩半島南部外海に面した宮ノ谷田浦海岸に
あったが、真珠養殖業の隆盛に伴う英虞湾内における真珠作業船の増加により
区域拡張を行い、英虞湾内部港との２区に分かれた。昭和 44 年９月に深谷漁
港の指定によって英虞湾内部港は深谷漁港の区域になったため、本漁港は再び
外洋部の宮ノ谷田浦区域のみになった。昭和 44～46 年度に海岸保全事業で護
岸を整備したが漁港施設は殆どなく、波浪激しい浜であるため漁業操業及び漁
船の碇泊に極めて難渋していた。このため昭和 47～50 年度の局部改良事業で
防波堤を築造、昭和 52 年度から漁港整備計画をたて、第８次計画の平成５年
度までの改修事業により防波堤の築造と岸壁、用地の造成を行った。さらに第
９次計画においても防波堤工事を進め港内静穏度✳の向上が図られ、現在に至
る。 

間崎漁港 間崎漁港は、英虞湾の中央に位置する間崎島の南方に開口し、古くはカツオ
餌料活イワシの供給地として知られ、船びき網漁業が盛んであったが、真珠養
殖の発展に伴い真珠養殖用漁船が著しく増加した。このため昭和 38 年に漁港
指定、42 年に離島振興法の適用を受け整備計画漁港の指定により、第４、５次
の昭和 51 年度までの改修事業により防波堤、物揚場及び泊地が整備された。
昭和 49､53 両年度には県単改良事業による漁具干場等が整備され、昭和 55 年
度には局部改良事業により防波堤が延長され、現在に至る。 

越賀漁港 越賀漁港は、志摩半島南部に屈曲して突出した前島半島の南端に位置し、二
つの岬とその中間の平坦な海岸線により囲まれた水域を保持している。昭和 27
年に漁港整備計画をたて整備推進にのり出し、漁港指定を受けるまでに至った
が、計画実施の機運を得ぬままに昭和 28 年の 13 号台風により海岸道路が壊滅
した。この災害復旧土木事業で漁船係留に支障がないよう最小限度の施設とし
て道路附帯の船揚斜路を設けた。第９次整備計画では漁港改修事業により物揚
場、漁港施設用地が造成され、現在に至る。 
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漁港名 漁港整備の沿革 

御座漁港 御座漁港は、志摩半島の先端部に位置し、英虞湾に面して北東に開口してお
り、カツオ一本釣餌料供給基地として知られ遠洋漁船の寄港が頻繁であった。
昭和 28 年に漁港指定を受け、西防波堤、突堤、護岸等を完成、第３次計画で
は漁港改修事業により西防波堤、船揚場の整備と泊地浚渫を実施、平成元年度
には局部改良事業により岸壁の整備及び泊地浚渫を実施、平成 10～12 年度の
局部改良事業により防波堤が整備され、現在に至る。 

深谷漁港 深谷漁港は、志摩市志摩町と志摩市大王町にまたがる深谷水道と英虞湾内に
ある旧船越漁港と旧片田漁港を包括した広域的な漁港である。深谷水道は英虞
湾奥部真珠養殖漁場における赤潮、冷潮による真珠貝の死滅防止対策及び英虞
湾と外洋間の最短水路を設けて沿岸漁業の振興に資するため、昭和７年 10 月
に完成され、公共性の高い航路として維持管理するため、昭和 44 年に漁港指
定を受けた。昭和 44､45 両年度に局部改良事業により、泊地浚渫と船揚場を造
成、第５、６次計画においては昭和 55 年度までの改修事業、昭和 52～55 年度
の間における海岸保全、県単改良、漁港関連道事業により、南防波堤、護岸、
堤防、物揚場、関連道等が整備された。昭和 54 年の災害に伴う復旧事業では
航路護岸の改良と航路浚渫が実施され、現在に至る。 

安乗漁港 安乗漁港は、志摩市阿児町の東北端的矢湾口に位置し、古くから風待ち港と
して栄えてきた。昭和 26 年に漁港指定を受け、整備を進めてきたが、漁船の
近代化・大型化により漁港施設が狭隘となってきたため、第４次計画で大規模
な計画見直しを行い、昭和 44 年から本格的な整備に着手した。昭和 63 年から
県営第３種漁港になり、旧阿児町における中心的な漁港として整備を進めてき
た。第９次計画では安全性が高くより機能的な施設とするために、臨港道路の
整備、港内の静穏度を高めるための中突堤の築造等を行ってきた。漁港施設整
備と平行して、平成３～15 年度に漁港集落環境整備事業を、平成 13～19 年度
に流通の効率化を目的とした漁港関連道の整備を実施した。平成 18～21 年度
の広域漁港整備事業では、泊地浚渫及び浮桟橋の整備等が実施され、現在に至
る。 

波切漁港 波切漁港は、志摩半島東端部大王崎の東側に位置し、難所として船人達に知
られる一方、好漁場を控えた漁業拠点でもあり、早くから避難港を兼ねた漁港
の整備が強く要望されていた。町民挙げての努力が認められて大正６年に県会
の議決を得、全国初国庫助成事業として大正７年から５ヶ年継続で漁港修築に
着手したが、欧州大戦の物価騰貴により、竣工したのは昭和３年で、以来、本
邦有数の遠洋漁業水揚港として栄えた。時の推移とともに一段と大型化した遠
洋漁船に対応するため、昭和 44 年度に整備計画漁港の指定を受け、第４次計
画の昭和 47 年度までは改修事業、昭和 48 年度以降は修築事業により防波堤が
整備されてきた。平成 14～19 年度には広域漁港整備事業により突堤、護岸、
道路等が整備され、平成 14～17 年度には漁港環境整備事業が実施され、現在
に至る。 

和具漁港 和具漁港は、太平洋に突出する志摩半島の外海側中央部に位置し、周辺には
大小無数の暗礁を有する好漁場がある。明治の中期頃まで港は深い湾形を保
ち、天然の良港であったが、明治末期から大正中期にかけ、打続く台風によ
り、軟岩浸食及び浜洲が堆積して、漁港機能が全く果たし得なくなるととも
に、沖合航行船舶の遭難事故が相次いだので、漁業開発の前進基地と避難港建
設のため、県営事業として、昭和 14 年度より漁港修築事業に着工したが、戦
争で事業続行が困難となり、東防波堤 197m の築造をもって 21 年に中止され
た。その後、漁港法の制定により、直ちに整備計画漁港の指定を受け、第１～
第８次計画まで施設整備を継続してきており、防波堤の築造、岸壁、船揚場、
漁港用地等の造成及び泊地浚渫を実施した。第９次計画では沖防波堤の築造、
泊地浚渫を図り、港内における碇泊の安全性の向上に努め、現在に至る。 
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⑤ 漁港関連施設の概要 

各漁港関連施設の概要は、以下のとおりです。 
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資料：三重県県営漁港台帳・三重県県営漁港海岸保全区域台帳・志摩市市営漁港台帳・志摩市市営漁港海岸保全

区域台帳 

※漁港関連施設とは、主な漁港施設（基本施設）に漁港海岸保全施設を加えた施設です。 

単位：ｍ

防波堤 防砂堤 防潮堤 導流堤 水門 護岸 堤防 突堤 胸壁 計
桟橋

浮桟橋
船揚場 物揚場 岸壁 計

2293.50 13.00 0.00 24.00 15.30 2375.60 152.80 31.20 0.00 4905.40 0.00 144.60 598.80 180.00 923.40

国府 志摩市 237.50 0.00 0.00 0.00 0.00 36.20 0.00 0.00 0.00 273.70 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

甲賀 志摩市 482.70 0.00 0.00 0.00 0.00 552.50 110.20 27.70 0.00 1173.10 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00

神明 志摩市 124.40 0.00 0.00 0.00 14.50 522.00 0.00 0.00 0.00 660.90 0.00 45.00 337.90 0.00 382.90

名田 志摩市 275.80 13.00 0.00 24.00 0.00 115.80 42.60 0.00 0.00 471.20 0.00 16.00 0.00 0.00 16.00

片田 志摩市 419.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.20 0.00 0.00 0.00 767.20 0.00 58.60 0.00 180.00 238.60

間崎 志摩市 468.60 0.00 0.00 0.00 0.80 507.60 0.00 3.50 0.00 980.50 0.00 0.00 110.90 0.00 110.90

越賀 志摩市 285.50 0.00 0.00 0.00 0.00 293.30 0.00 0.00 0.00 578.80 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00

524.10 53.00 0.00 0.00 56.27 2791.05 89.50 12.00 689.90 4215.82 0.00 181.90 1074.25 99.90 1356.05

御座 志摩市 364.10 0.00 0.00 0.00 0.00 249.40 0.00 0.00 0.00 613.50 0.00 52.40 278.70 99.90 431.00

深谷 三重県 160.00 53.00 0.00 0.00 56.27 2541.65 89.50 12.00 689.90 3602.32 0.00 129.50 795.55 0.00 925.05

1371.60 10.00 0.00 0.00 17.00 1571.56 0.00 60.00 0.00 3030.16 20.00 152.50 624.60 1697.00 2494.10

安乗 三重県 549.90 10.00 0.00 0.00 0.00 618.46 0.00 60.00 0.00 1238.36 20.00 42.80 434.40 871.90 1369.10

波切 三重県 821.70 0.00 0.00 0.00 17.00 953.10 0.00 0.00 0.00 1791.80 0.00 109.70 190.20 825.10 1125.00

1428.70 0.00 27.60 0.00 36.70 1144.20 85.70 30.00 264.98 3017.88 0.00 102.30 421.10 471.90 995.30

和具 三重県 1428.70 0.00 27.60 0.00 36.70 1144.20 85.70 30.00 264.98 3017.88 0.00 102.30 421.10 471.90 995.30

5617.90 76.00 27.60 24.00 125.27 7882.41 328.00 133.20 954.88 15169.26 20.00 581.30 2718.75 2448.80 5768.85

第3種　合計

第4種　合計

全体

漁港名 管理者

外かく施設 係留施設

第1種　合計

第2種　合計

漁港関連施設の概要 
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(4) 漁業の実態 

① 漁業の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・漁業の経営体数をみると、1988 年から 2013 年まで減少傾向を示しています。 

・漁業生産額は 2011 年から増加傾向となっています。 

資料：漁業センサス✳ 

志摩市の階層別経営体数 

志摩市の漁業生産額 

資料：志摩市 

766 863 
660 643 560 471 
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② 漁業経営体数 

ア．養殖漁業経営体数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・養殖漁業の経営体数は、全体的に減少を続けています。 

・特に真珠養殖漁業の経営体数は、急速に減少しています。 

・的矢湾地区では、ノリ養殖漁業とカキ養殖漁業が中心となっています。ノリ養殖漁業

の経営体数が減少している一方で、カキ養殖漁業の経営体数は、ほぼ横ばいです。 

・英虞湾地区は、真珠養殖漁業が中心となっています。真珠養殖漁業の経営体数が、減

少している一方、ノリ養殖漁業の経営体数は、微増しています。 

資料：漁業センサス 

※的矢湾地区、英虞湾地区の地区分類は２ページの地区区分に従っています。 

資料：漁業センサス 

英虞湾地区 

資料：漁業センサス 
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イ．海面漁業（沿岸・沖合漁業）階層別経営体数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海面漁業の経営体数は、漸減しています。 

・海面漁業は、漁船漁業が中心となっています。 

・外洋地区の経営体の階層は、本市全体と同じ減少傾向となっています。 

資料：漁業センサス 

沿岸漁業 

沿岸・沖合漁業 

沿岸漁業 

※的矢湾地区：国府、飯浜、穴川、坂崎、三ケ所、渡鹿野、的矢のデータを集計しました。 

※英虞湾地区：桧山路、塩屋、迫子、鵜方、神明、立神のデータを集計しました。 

※外洋地区：浜島、南張、波切、船越、名田、畔名、片田、布施田、和具、越賀、御座、志島、甲賀、安乗のデータを

集計しました。 

※的矢湾地区、英虞湾地区は経営体数が少ないため、グラフの目盛りは、「志摩市」の 1/30 としました。 

資料：漁業センサス 

資料：漁業センサス 

英虞湾地区 

的矢湾地区 志摩市 

外 洋 地 区 

資料：漁業センサス 

0

300

600

900

1,200

1,500

1988 1993 1998 2003 2008 2013

経
営
体
数

年

漁船非使用

定置網漁業

漁船漁業

0

10

20

30

40

50

2003 2008 2013

経
営
体
数

年

0

10

20

30

40

50

2003 2008 2013

経
営
体
数

年

第
２
章 

水
産
業
の
現
状
と
課
題 

0

300

600

900

1,200

1,500

2003 2008 2013

経
営
体
数

年



 25

ウ．漁船漁業（沿岸・沖合漁業）階層別経営体数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漁船漁業の経営体数は、漸減しています。 

・階層別では、３ｔ未満の漁船の減少が目立っています。 

・漁船漁業は、10ｔ未満の漁船が中心となっています。 

・的矢湾地区、英虞湾地区ではほとんど漁船漁業は行われておらず、５t 未満の漁船漁業

がわずかにある程度です。 

・外洋地区は、本市全体と同じ減少傾向となっています。 

※的矢湾地区：国府、飯浜、穴川、坂崎、三ケ所、渡鹿野、的矢のデータを集計しました。 

※英虞湾地区：桧山路、塩屋、迫子、鵜方、神明、立神のデータを集計しました。 

※外洋地区：浜島、南張、波切、船越、名田、畔名、片田、布施田、和具、越賀、御座、志島、 

 甲賀、安乗のデータを集計しました。 

※的矢湾地区、英虞湾地区は経営体数が少ないため、グラフの目盛りは、「志摩市」の 1/10 としました。 

※2003 年以前は、船外機付は１ｔ未満と区別されていなかったため、１ｔ未満に含まれます。 

資料：漁業センサス 
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③ 海面漁業生産 

 

ア．漁獲量（海面漁業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

・海面漁業の漁獲量は、経営体数の減少・高齢化や、イセエビなど一部の魚種を除いた

資源量の減少等により漸減しています。 

志摩市 

※漁業種不明分には、統計数字を公表して

いない、中・小型まき網、近海カツオ一本釣

りなどが含まれます。 

資料：海面漁業生産統計調査✳ 
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イ．漁獲量（沖合漁業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・カツオの漁獲量は、1990 年代初頭に激減して以降、増減はあるものの、ほぼ横ばいで

推移しています。 

・マグロも 2007 年のみ突出していますが、ほぼ横ばいで推移しています。 

志摩市 

資料：海面漁業生産統計調査 

カツオ類・マグロ類漁獲量 
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④ 養殖漁業生産 

 

ア．真珠養殖漁業 浜揚量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・真珠養殖漁業は、経営体数が減少傾向にあるものの、浜揚量はほぼ横ばいで推移して

います。 

 また、生産単価については、リーマンショック✳を境とする世界的な経済不況からは回

復しています。 

 さらに、三重県が唯一生産している厘玉✳も市場での需要は上昇傾向にあります。 

志摩市 

資料：志摩市 

5,355 
5,194 

4,766 

5,119 

4,669 

3,938 

4,313 

3,953 

4,369 
4,541 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

浜
揚
量
（
㎏
）

年

第
２
章 

水
産
業
の
現
状
と
課
題 



 29

イ．ノリ養殖漁業 収穫量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ノリ養殖漁業は、経営体数が減少傾向にあるものの、収穫量はほぼ横ばいで推移して

います。 

 また、他県のアオサやイトノリの不作により単価の向上は見られるものの、一時的な

ことであると思われます。 

 なお、本市のアオサ収穫量は全国収穫量の 40％超です。 

志摩市 

資料：志摩市 ※アオサ（ヒトエグサ）収穫量 
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※殻付 

ウ．カキ類養殖漁業 収穫量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・カキ養殖漁業は、1990 年代中頃に最多となって以降、漸減しています。特に近年の収

穫量の減少は、的矢湾での経営体数の減少が影響しています。 

志摩市 

資料：海面漁業生産統計調査 
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⑤ 種苗放流実績（種苗放流量と漁獲量） 

 

ア．アワビ類 種苗放流量と漁獲量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・アワビ類の漁獲量は、30 年ほど前のピーク時と比較して約 1/10 まで激減しています。

本市では、資源の減少に歯止めをかけるべく、重点魚種と位置づけて、関係機関と連

携し、種苗放流✳や漁場造成に取り組んでいます。 

志摩市 

資料：志摩市 
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イ．トラフグ 種苗放流量と漁獲量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・トラフグの漁獲量は、十数年に一度のペースで発生する卓越年級群✳を除き比較的安定

しています。 

・市内一の漁獲量がある安乗地区は、愛知・静岡と連携した操業規制や稚魚の中間育成

及び放流を行うなど、積極的な資源管理を行っています。 

志摩市 

資料：志摩市 
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ウ．ヒラメ 種苗放流量と漁獲量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ヒラメの漁獲量は、比較的安定して推移しています。しかし、放流ヒラメは体色の一

部が黒化するため、天然ヒラメとの区別がつき単価が下がるという問題があり、種苗

生産の技術の向上が望まれています。 

志摩市 

資料：志摩市 
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エ．クルマエビ 種苗放流量と漁獲量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・クルマエビの漁獲量は、市内だけでなく、三重県全体で比較しても減少が著しくなっ

ています。 

 しかし、三重県水産研究所と連携した放流適地の調査や研究機関・漁業協同組合・漁

業者等と協働で行う夜間放流など積極的な資源の増産に取り組んでいます。 

志摩市 

資料：志摩市 
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⑥ 漁船隻数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ・漁船の隻数は、近年減少を続けています。 

・船外機付船が、全体の半数以上を占めています。 

※的矢湾地区：国府、飯浜、穴川、坂崎、三ケ所、渡鹿野、的矢を集計しました。 

※英虞湾地区：桧山路、塩屋、迫子、鵜方、神明、立神のデータを集計しました。 

※外洋地区：浜島、南張、波切、船越、名田、畔名、片田、布施田、和具、越賀、御座、志島、甲賀、安乗のデータを

集計しました。 

※３地区とも隻数の目盛りは、「志摩市」の 1/2 としました。 

※漁船：過去１年間に経営体が漁業生産のために使用したものをいい、主船のほかに付属船を含みます。 

 ただし、漁船登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船は除きます。（漁業センサス） 

資料：漁業センサス 
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２．アンケート調査 

 

(1) 調査の目的 

本計画の策定にあたり、現在、あるいは今後の本市の水産業について、本市の漁業従

事者、宿泊施設、飲食店、一般市民の意向を把握する目的でアンケートを実施しました。 

 

(2) 調査の方法と配布・回収状況  

本アンケートの対象者の抽出方法と配布・回収状況は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 抽出方法 発送数 発送回収方法 実施期間 

漁業従事者 各漁業協同組合が抽出 1,079 部
組合で配布、

回収は郵送 

2017年 

４月18日～

５月31日 

宿泊施設 
宿泊施設リストを基に無作

為に抽出 
130 部

発送、回収と

も郵送 
飲食店 

飲食店リストを基に無作為

に抽出 
209 部

一般市民 
住民基本台帳を基に無作為

に抽出 
288 部

対象者 発送数 回収数 回収率 

漁業従事者 1,079 部 320 部 29.7％

宿泊施設 130 部 40 部 30.8％

飲食店 209 部 46 部 22.0％

一般市民 288 部 93 部 32.3％
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高齢化・後継者不足 回答者数 320 

171

65

62

57

43

34

18

13

81

0 50 100 150 200

魚価（真珠価格含む）の向上や漁獲

量の増大等、漁業収入の向上

漁労時間の安定化

機械化による作業効率の向上

定期的な休日の確保

販売の自由化

設備投資への各種融資の拡大

共同経営等、法人化によ

る月給制の導入

その他

不明

（人）

10年未満

6.6% 10年以上20年

未満

10.0%

20年以上30年

未満

8.1%

30年以上40年

未満

23.1%

40年以

上50年

未満

15.9%

50年以上60年

未満

23.4%

60年

以上

9.4%

不明

3.4%

245

138

73

25

13

27

0 50 100 150 200 250 300

配偶者

子ども

親

孫

その他

不明

（人）

156

55

20

4

6

18

0 50 100 150 200

配偶者

親

子ども

兄弟

親類

不明

（人）

いる

12.2%

いない

74.7%

まだはっきり

しない

10.3%

不明

2.8%

複数回答 複数回答

複数回答

10歳代

0.0%

20歳代

0.0%
30歳代

1.9%

40歳代

5.0%

50歳代

18.8%

60歳代

28.8%

70歳代

35.6%

80歳

以上

9.1%

不明

0.9%

(3) アンケートの主な結果 

① 漁業従事者  

 

 

年齢 漁業従事年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30歳代以下が２％にとどまる一方、50、60歳代が

47％、70歳代以上が44％と50歳代以上が90％

以上を占めている。 

従事年数が10年以上30年未満の中堅が18％にとど

まっている一方、30年以上の長期従事者が70％以上

を占めている。 

  

同居者 同居の漁業従事者 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者と同居している割合は４分の３の75％以上、

子どもと同居しているのは半数弱の43％となってい

る。 

 

同居の漁業従事者は配偶者が最も多い。また同居し

ている配偶者245人のうち漁業に従事している割合は

60％以上だが、同居している子供では14％にとどまっ

ている。 

  

後継者 後継者や漁業従事者の確保､増加に必要なこと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後継者が「いる」という回答は12％と少なく、「いな

い」という回答が75％と大部分を占めている。 
後継者や漁業従事者の確保､増加に必要なものとして
は、「魚価の向上や漁獲量の増大等、漁業収入の向
上」が最も多い。 
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90日未満

10.9%

90日以上150日

未満

22.5%

150日以上

200日未満

14.4%

200日以上

250日未満
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80％未満
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100％未満

18.1%
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33.1%

不明

14.1%
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300万円未満

27.2%
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500万円未満

21.3%

500万円以上

1,000万円未満

20.6%

1,000万円以上

3,000万円未満

5.9%

3,000万円以上

5,000万円未満

1.3%

5,000万円以上

2.5%

不明

6.6%

間違いなく向

上する

0.6%

たぶん向上し

ていく

3.4%

現状のまま変

わらない

18.4%

たぶん厳しく

なる

31.9%

間違いなく厳

しくなる

25.3%

わからない

9.7%

不明

10.6%

拡大する

0.6%

拡大していき

たい

3.1%

変わらない

29.7%

縮小していき

たい

11.6%
縮小する

5.0%

漁業をやめる

30.9%

わからない

7.2%

不明

11.9%

87

26

17

17

16

5

1

0 20 40 60 80 100

高齢により漁業ができなくなった

水揚げが少なくなった

人手不足、後継者不足

漁具、漁業施設等の老朽化

漁業経営が安定しない

その他

不明

（人）

悪化している漁業経営 

複数回答

回答者数 320 
 
 

操業日数 世帯収入に占める漁業収入の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200日未満と200日以上がおよそ半々となってい

る。 

 

全 てが漁 業 収 入 である回 答 者 は33％（３分 の１）、

50％以上100％未満も31％（３分の１）、50％未満が

22％となっている。 

  

平均漁業収入（経費を除く前） 将来の経営規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間の平均漁業収入が1000万円以上の回答者

が10％弱 いる一 方 、500万 円 以 下 の回 答 者 は

63％と３分の２近くになっている。 

将来の経営規模については、「漁業をやめる」と「変わ

らない」がともに30％前後で多い。 

 

  

将来の経営状況 「漁業をやめる」と回答した人の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業経営については、「たぶん厳しくなる」が最も多

く、２番目に多い「間違いなく厳しくなる」とあわせると

57％となり半数を超える。 

「将来の経営規模」で「漁業をやめる」を選択した99人

の回 答 者 のやめたい理 由 としては高 齢 が最 も多 く、

90％近くが選択している。 
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169

133

109

80

70

67

35

18

21

25

0 50 100 150 200

水温の変化が著しく、漁業

生産に影響が出ている

海藻が減っている

水質の悪化が著しく、漁業

生産に影響が出ている

海底にヘドロが堆積し、漁

業生産に影響が出ている

潮の流れが変わり、漁業生

産に影響が出ている

海水のにごりが目立つ

分からない

水質や底質の悪化は、

特にみられない

その他

不明

（人）

著しく減って

いる

32.5%

減っている

40.3%
増えてい

る

1.3%

著しく増えて

いる

0.0%

変わっていな

い

5.0%

わからない

10.6%
不明

10.3%

漁場環境の悪化 回答者数 320 

121

112

108

107

102

91

83

75

15

64

0 20 40 60 80 100 120 140

家庭からの雑排水の削減

下水道への加入、合併浄化槽の普及の促進

洗剤使用量の低減

藻場、干潟の保全

旅館,事業所等での排水処理施設の整備促進

遊漁の規制

養殖等による自家汚染の防止

ヘドロの浚渫、除去

その他

不明

（人）

著しく減って

いく

22.5%

減っていく

39.7%

増えていく

1.9%

著しく増えて

いく

0.0%

現在と変わ

らない

7.2%

わからない

15.9%

不明

12.8%

減少している漁業資源 

複数回答 複数回答

複数回答 

154

103

67

60

42

36

27

24

12

44

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

漁場で出たゴミや不用物は、

必ず持ち帰っている

生活排水に気を配っている

定期的に、仲間と共に、海岸、海上

や海中のゴミ等を集めている

養殖貝類の殻を洗浄した際に出る付着物

等のゴミを、適切に処理している

真珠の浜上げの際に出る貝肉

を、適切に処理している

漁に出たときには、海上や海中

のゴミ等を集めている

側溝の泥やゴミを取り除いている

何もやっていない

その他

不明

（人）

  
 

10 年前と比較した漁場環境 漁場環境の改善のための取り組み 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水温の変化、海藻の減少、水質の変化を感じてい

るという回答が多かったが、その一方で少数だが水

質・底質の悪化を感じていないという回答もある。 

「漁場で出たゴミや不用物は、必ず持ち帰っている」が

最も多く、次いで「生活排水に気を配っている」が多か

った。逆に「何もやっていない」という回答は少ない。 

  

漁場環境改善のために必要な対策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「家庭からの雑排水の削減」「下水道への加入、合

併浄化槽の普及の促進」「洗剤使用量の低減」な

ど水質の悪化対策が多いが、「藻場、干潟の保全」

もそれらに次いで多い。 

 

 

 

 

 

10年前と比較した周辺の漁業資源 将来（10年後）の漁業資源 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業資源が「著しく減っている」「減っている」という

回答をあわせると70％以上になり、10年前と比較

して減っていると感じている回答者が多い。 

「著しく減っていく」「減っていく」をあわせると62％とな

り、漁業資源は将来減っていくと考えている回答者が

多い。 
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是非行いたい

7.8%

できるなら行

いたい

22.8%

あまり行いた

いと思わない

28.8%

行いたいと思

わない

15.9%

既に連携して

行っている

2.5%

不明

22.2%

回答者数 320 

105

75

73

66

65

64

58

53

52

47

38

33

32

29

27

27

26

26

24

19

14

12

11

8

8

80

0 50 100 150

後継者・漁業従事者の確保

新鮮な水産物の提供

水産物の安定した供給

消費者への新たな販売方法の開拓

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ活用等新たな販売方法の開拓

年齢層にとらわれない水産物の提供

安全性にこだわった水産物の提供

新たな水産物のブランド化の推進

手ごろな価格の水産物の提供

高級水産物の提供

若年消費者を意識した水産物提供

調理法などの情報提供

新たな技術の習得

新たな漁業種類の導入

漁船や漁具等、漁業施設の更新(拡大)

各種融資枠の拡大や融資条件の緩和

宿泊施設、観光業や飲食業との連携

小中学生などへの教育の場の提供

高齢消費者を意識した水産物提供

漁協の統合や漁協間の事業連携

共同経営への移行

未利用魚の積極的な活用

「磯体験施設」など体験施設との連携

経営学（経営方法）の学習

その他

不明

（人）

43

23

19

15

13

13

11

9

8

7

7

149

0 20 40 60 80 100 120 140 160

アワビ

サザエ

カツオ

アサリ

真珠・真珠母貝

ナマコ

サバ

アジ

イサキ

アオノリ

クルマエビ

その他

（人）

168

136

91

86

58

40

14

85

0 50 100 150 200

種苗放流の種類や量の増大

魚礁、投石等の設置推進

漁獲量やサイズ制限の設定

禁漁区の設定（拡大）及び監視強化

休漁期の設定（拡大）

操業時間制限の設定

その他

不明

（人）
複数回答 複数回答

同業者との連携には積極的 

39

25

16

10

3

2

21

0 10 20 30 40 50

同業者

親族・親戚

友達・先輩

組合など水産業の専門家

会計事務所・税理士

隣近所

その他

（人）

異業種との連携には消極的 

自由回答複数回答 

必要だと思う

48.4%

必要ない

30.0%

すでに行って

いる

7.8%

不明

13.8%

 

減っていると思われる漁業資源 漁業資源を増大させるための対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減っている資源としては「アワビ」という回答が最も多

く、次いで「サザエ」「カツオ」が多かった。その他とし

て魚（全体）、貝（全体）などの回答も多い。 

「種苗放流の種類や量の増大」が最も多く、次いで「魚

礁、投石等の設置推進」「漁獲量やサイズ制限の設

定」と続いている。 
  

漁業経営安定化のために必要なこと 相談相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業経営を安定させていくために必要なこととして
は、「後継者・漁業従事者の確保」が最も多く、回
答者の33％（３分の１）が選択している。 

具体的な相談相手については、「同業者」が１番、次い

で「親族・親戚」「友達・先輩」の順に多い。 

 
  

  

漁業者同士で行う新しい取り組み 漁業者以外の事業者との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

「必要だと思う」と「すでに行っている」をあわせると
56％と半数を超える回答者が新しい取り組みに積
極的である。 

「既に連携して行っている」「是非行いたい」等の連携に
積極的な回答はあわせて33％であるのに対し、「行い
たいと思わない」等の消極的な回答はあわせて45％と
半数近い。 
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② 宿泊施設 

 

 

宿泊客の来訪目的 自慢の料理メニューと主な食材 

 

 

 

 

 

 

 

 

新鮮な魚介類が目的の宿泊客が圧倒的に多く、回

答者の75％（４分の３）が選択している。 
自慢の料理メニューと主な食材は、イセエビ、アワビ、カ

キなどの魚介類とそれらを使った料理が多い。 

  

来訪者の居住地 宿泊施設業界や地域の魅力向上のための方策

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来訪者について１番、２番、３番目に多い方面をき

いたところ、１番多い方面としては「近畿地方」、２番

目に多い方面としては「中部地方」がそれぞれ最も

多い。３番目としては「県内」が最も多い。 

「地域ブランドの創出」を選択した回答者が40％と最も

多い。次いで「イベント事業の強化」「インターネットでの

宣伝強化」「地元産魚介類・装飾品の活用強化」が

30％となっている。 

 

 

 

食材の仕入れ先 土産物の仕入れ先 

 

  

 

  

   

 

 

 

「市内の魚店」からの仕入れが最も多く、市内は市

外の14倍になっている。 
「市内の魚店」からの仕入れが最も多く、市内は市外の

17倍になっている。 
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16
13

12
12

11
9
9
9

6
5

3
2
2
2

1
1
1
1
1

0
0

4

0 5 10 15 20

地域ブランドの創出
イベント事業の強化

インターネットでの宣伝強化
地元産魚介類・装飾品の活用強化

近隣観光資源との連携強化
テーマパークとの連携強化

道路の拡幅・歩道造成等街路事業
街路灯の整備

観光客リピーター特典の強化
電線の地中化

中部国際空港との連携強化
統一研修会の実施

主要駅などでのポスター宣伝強化
街路樹の植樹

統一ロゴ、キャラクターの設定
商店街との連携強化

ポケットパーク（小公園）整備
共同駐車場整備

コミュニティ施設建設
共同店舗建設

街区・区画整備
その他

(人）

30

11

11

6

4

3

14

2

0 5 10 15 20 25 30 35

新鮮な魚介類

釣り

海水浴

海辺の散策

その他のマリンレジャー

温泉

その他

不明

（人）
複数回答 

14

4

4

0 5 10 15

魚介類料理

地元食材・自家製食材料理

その他

(人）

魅力的な志摩の水産物 

仕入れは地元 

複数回答

自由回答

回答者数 40 

17

14

5

2
0 0 0

2

0

5

10

15

20

(人）

1 番

11

17

6

3

0 0 0

3

0

5

10

15

20

(人）

２番

9

5

14

3
1 1 0

7

0

5

10

15

20

(人）

３ 番

※中部地方には三重県を含まない。 

34

13

10

2

0

2

10

1

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

市内の魚店

市内の漁協

市内の漁業者

市外の魚店

市外の漁協

市外の漁業者

仲買

自前

その他

（人）
複数回答 

20

4

10

1

0

1

6

2

3

0 5 10 15 20 25

市内の魚店

市内の漁協

市内の漁業者

市外の魚店

市外の漁協

市外の漁業者

仲買

自前

その他

(人）

複数回答
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7

4

2

1

0

0

0

0

0

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

海産物の直販

釣りの斡旋

養殖場の見学

真珠オーナー制度

入札の見学

定置網の見学

漁船の体験乗船

カキオーナー制度

その他のオーナー制度

その他

（人）

行っている

32.5%

行っていない

62.5%

不明

5.0%

今後も行って

いく

25.0%

今後、連携し

ていくことを

考えている

10.0%

連携は、考え

ていない

25.0%

わからない

32.5%

不明

7.5%

水産業との連携 漁獲量の不安定さが支障

複数回答

回答者数 40 

漁獲の見込み

25.0%

協力者の確保

17.5%

安全管理

10.0%

採算性

10.0%
天候

5.0%

施設の整備

2.5%

その他

2.5%

不明

27.5%

 

 

地元の水産業との連携 行っている連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 携 を「行 っている」は33％、「行 っていない」が

63％と、「行っていない」が「行っている」の２倍にな

っている。 

地元の水産業との連携を行っていると回答した回答者

（13人）が行っている連携で最も多かったのは「海産物

の直販」で、半数以上を占めている。 

  

今後の連携の見通し 水産業との連携で支障となる点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今後も行っていく」と「今後、連携していくことを考え

ている」をあわせると35％で、「連携は、考えていな

い」の25％を上回っている。 

「漁獲の見込み」が25％で最も多く、２番目が「協力者

の確保」となっている。 
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29

21

11

11

9

8

7

5

5

3

2

0 5 10 15 20 25 30 35

新鮮な食材の確保

地元食材へのこだわり

商品構成の見直し

店舗の改装

情報化への対応

店舗内の整理整頓

コミュニケーション

品揃えの強化

販売促進活動

従業員教育

その他

(人）

重視するのは食材の鮮度 

 

取り扱ってい

る

74.5%

取り扱ってい

ない

23.4%

不明

2.1%

 

増やす

8.7%

減らす

4.3%

変わらない

52.2%

わからない

8.7%

これから使い

始める

0.0%

不明

26.1%

 
増やす

10.9%

減らす

2.2%

変わらない

54.3%

わからない

4.3%

これから使い

始める

0.0%

不明

28.3%

 

28

20

16

15

15

14

10

6

6

3

4

0 5 10 15 20 25 30

沿岸・近海魚類

アオサ

アワビ

カキ

イセエビ

その他海藻類

サザエ

養殖魚類

その他貝類

ノリ

その他

（人）

複数回答複数回答 

複数回答

回答者数 46 

38

24

15

13

12

10

8

8

7

4

3

2

1

1

3

0 10 20 30 40

品質・鮮度

店舗の清潔感

価格の安さ

品揃えの多様さ

接客サービス

商品知識

コミュニケーション

顧客嗜好の把握

毎日の店外清掃

店内のレイアウト

営業時間

チラシ･ＤＭ･ネット等による販促活動

配達サービス

キャンペーン・売り出し

その他

（人）

③ 飲食店 

 

日常の営業で常に気を配っていること 今後の経営上強化していこうと考えること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常の営業で常に気を配っていることは「品質・鮮

度」が１番多く、２番目が「店舗の清潔感」、そして３

番目が「価格の安さ」。 

「新鮮な食材の確保」が最も多く、次が「地元食材への

こだわり」で、いずれもメニュー関係となっている。 

  

地元産の水産物の取り扱い 取扱っている地元産の水産物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「取り扱っている」が75％を占めている。 

 
 

地元産の水産物を扱っている回答者35人のうち、「沿

岸・近海魚類」を取り扱っているのは80％で、ほとんど

の店で取り扱っている。次が「アオサ」で57％、「アワビ」

46％と続く。 

  

今後取り扱う水産物の種類 今後取り扱う水産物の量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産物の種類は今後「変わらない」という回答が

52％と半数を占めている。 
水産物の量は今後「変わらない」という回答が54％と

半数を占めている。「増やす」という回答も11％ある。 
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43

21

10

4

2

1

6

16

0 10 20 30 40 50

自然の豊かさ

新鮮豊富な魚介類・美味しい食べ物

観光施設

住みやすさ・人情

真珠

まつり

その他

不明

（人）

買ったことが

ある

95.7%

買ったことが

ない

4.3%
44

12

9

5

4

1

9

0 10 20 30 40 50

新鮮でおいしい

土産物として喜ばれる

地元の物だから

好き

安心

安い

その他

（人）

 

好き

73.1%

どちらかとい

えば好き

19.4%

どちらかとい

えば嫌い

3.2%

どちらともい

えない

4.3%

 

51

42

40

33

23

18

12

8

8

6

4

2

0

2

0 20 40 60

品揃えの多さ

価格

品物の鮮度

お店までの距離

交通の便(行きやすさ)

駐車場の広さ

地元産品の取り扱い

新商品の多さ

お店の雰囲気

従業員の接客態度

産地の表示

店内の広さ

建物の新しさ

その他

(人）
 

49

33

26

24

17

16

16

12

5

4

1

1

23

0 20 40 60

お店の雰囲気

価格の安さ

品物の新鮮さ

お店までの距離

品揃えの多さ

交通の便(行きやすさ)

従業員の接客態度

駐車場の広さ

店内の広さ

地元産品の取り扱い

新商品の多さ

建物の新しさ

その他

（人）

豊かな自然と新鮮豊富な魚介類は志摩市の誇り 

自由回答 

自由回答

複数回答 複数回答

回答者数 93 

④ 一般市民 

 

 

志摩市の中で一番誇れるもの 水産物の好き嫌い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然の豊かさに関する回答が最も多く、次が新鮮

豊富な魚介類・美味しい食べ物に関する回答。 
「好き」「どちらかといえば好き」をあわせると90％以上に

なり、「嫌い」という人はいない。 

  

地元産水産物を買った経験 地元産水産物を買う理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「買ったことがある」という回答が96％とほとんどの人

が買っている。 
買う理由としては、新鮮でおいしい、が最も多く、土産

物として喜ばれるという理由が２番目に多い。 

  

食料品を買うお店を選ぶ際重視すること 外食する店を選ぶ際重視すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重視するのは１番が「品揃えの多さ」、次は「価格」

そして「品物の鮮度」の順。「地元産品の取り扱い」

を重視して店を選んでいるという回答は少ない。 

最も多いのは「お店の雰囲気」で、回答者の半数以上

の53％が重視。「地元産品の取り扱い」を重視して店

を選んでいるという回答は少ない。 
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123

112

89

72

71

42

8

0

0 50 100 150

安全な食材の供給地としての役割

高級水産物の供給地としての役割

食材、真珠、遊漁、体験漁業等、観光資源の一

つとして、市の観光を支える役割

手ごろな価格の食材の供給地としての役割

高品質なアコヤガイ真珠の供給地としての役割

小中学生などへの教育の場を提供する役割

その他

不明

（人）

 

62

50

35

29

28

27

4

0 20 40 60 80

食材、真珠、遊漁、体験漁業等、観光資源の一

つとして、市の観光を支える役割

安全な食材の供給地としての役割

手ごろな価格の食材の供給地としての役割

高品質なアコヤガイ真珠の供給地としての役割

高級食材の供給地としての役割

小中学生などへの教育の場を提供する役割

その他

(人）
 

29

20

19

12

7

6

5

0 5 10 15 20 25 30 35

安全な食材の供給地としての役割

食材、真珠、遊漁、体験漁業等、観光資源

の一つとして、市の観光を支える役割

手ごろな価格の食材の供給地としての役割

高級食材の供給地としての役割

高品質なアコヤガイ真珠の供給地としての

役割

小中学生などへの教育の場を提供する役割

その他

（人）

 

20

20

18

15

10

8

2

0 5 10 15 20 25

安全な食材の供給地としての役割

食材、真珠、遊漁、体験漁業等、観光資源の一

つとして、市の観光を支える役割

手ごろな価格の食材の供給地としての役割

高級食材の供給地としての役割

小中学生などへの教育の場を提供する役割

高品質なアコヤガイ真珠の供給地としての役割

その他

（人）
複数回答 

複数回答複数回答 

複数回答

回答者数：漁業従事者 320、宿泊施設 40、飲食店 46、一般市民 93 

⑤ 水産業が担うべき将来の役割と水産業への期待 

 

 

これから志摩市の水産業が担うべき役割 

漁業従事者 宿泊施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「安全な食材の供給地としての役割」が１番で、「高級水

産物の供給地としての役割」が２番。「食材、真珠、遊

漁、体験漁業等、観光資源の一つとして、市の観光を支

える役割」が３番目に多い。 

「安全な食材の供給地としての役割」「食材、真珠、遊漁、

体験漁業等、観光資源の一つとして、市の観光を支える

役割」が最も多い。 

  

飲食店 一般市民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「安全な食材の供給地としての役割」が最も多く、63％の

回答者が選択している。 

 

回答者の67％が「食材、真珠、遊漁、体験漁業等、観光

資源の一つとして、市の観光を支える役割」を選択し、１番

多い。 

 

 

 

 

 

 

「安全な食材の供給地としての役割」が全てに共通して多かったが、一般市民と宿泊施設は同様かそれ以上

に観光資源の一つとしての役割を期待する回答が多い。 
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回答者数：漁業従事者 320、宿泊施設 40、飲食店 46、一般市民 93

105

75

73

66

65

64

58

53

52

47

38

33

32

29

27

27

26

26

24

19

14

12

11

8

8

80

0 50 100 150

後継者・漁業従事者の確保

新鮮な水産物の提供

水産物の安定した供給

消費者への新たな販売方法の開拓

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ活用等新たな販売方法の開拓

年齢層にとらわれない水産物の提供

安全性にこだわった水産物の提供

新たな水産物のブランド化の推進

手ごろな価格の水産物の提供

高級水産物の提供

若年消費者を意識した水産物提供

調理法などの情報提供

新たな技術の習得

新たな漁業種類の導入

漁船や漁具等、漁業施設の更新(拡大)

各種融資枠の拡大や融資条件の緩和

宿泊施設、観光業や飲食業との連携

小中学生などへの教育の場の提供

高齢消費者を意識した水産物提供

漁協の統合や漁協間の事業連携

共同経営への移行

未利用魚の積極的な活用

磯体験施設」など体験施設との連携

経営学（経営方法）の学習

その他

不明

（人）

31

27

23

16

11

6

5

5

4

4

4

3

2

2

0 5 10 15 20 25 30 35

新鮮な水産物の提供

安全性にこだわった水産物の提供

手ごろな価格の水産物の提供

水産物の安定した供給

年齢層にとらわれない水産物の提供

宿泊施設、観光業や飲食業との連携

高級水産物の提供

調理法などの情報提供

高齢の消費者を意識した水産物の提供

小中学生などへの教育の場の提供

磯体験施設「海ほおずき」や「志摩自然

学校」など、体験施設との連携

若年の消費者を意識した水産物の提供

「あのりふぐ」「的矢かき」などにつづ

く新たな水産物のブランド化の推進

その他

（人）
 

56

46

46

38

35

29

25

25

22

19

14

13

10

5

0 20 40 60

新鮮な水産物の提供

手ごろな価格の水産物の提供

安全性にこだわった水産物の提供

宿泊施設、観光業や飲食業との連携

「あのりふぐ」「的矢かき」などにつづ

く新たな水産物のブランド化の推進

年齢層にとらわれない水産物の提供

水産物の安定した供給

小中学生などへの教育の場の提供

調理法などの情報提供

磯体験施設「海ほおずき」や「志摩自然

学校」など、体験施設との連携

若年の消費者を意識した水産物の

提供

高級水産物の提供

高齢の消費者を意識した水産物の

提供

その他

(人）

23

19

18

17

17

17

11

9

8

7

4

2

0

3

0 5 10 15 20 25

新鮮な水産物の提供

宿泊施設、観光業や飲食業との連携

年齢層にとらわれない水産物の提供

手ごろな価格の水産物の提供

安全性にこだわった水産物の提供

水産物の安定した供給

高級水産物の提供

「あのりふぐ」「的矢かき」などにつづく新

たな水産物のブランド化の推進

調理法などの情報提供

磯体験施設「海ほおずき」や「志摩自然学

校」など、体験施設との連携

小中学生などへの教育の場の提供

若年の消費者を意識した水産物の提供

高齢の消費者を意識した水産物の提供

その他

（人）複数回答 複数回答

複数回答 複数回答

 

志摩市の水産業に期待すること（漁業従事者については漁業経営安定化に必要なこと） 

漁業従事者 宿泊施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業経営を安定させていくために必要なこととしては、

「後継者・漁業従事者の確保」が最も多く、回答者の

33％（３分の１）が選択している。次が「新鮮な水産物

の提供」となっている。 

「新鮮な水産物の提供」が最も多く、次いで「宿泊施

設、観光業や飲食業との連携」「年齢層にとらわれな

い水産物の提供」が多い。 

  

飲食店 一般市民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新鮮な水産物の提供」、次いで「安全性にこだわった

水産物の提供」そして「手ごろな価格の水産物の提

供」の順で多い。 

「新鮮な水産物の提供」が１番多かった。次が「手ごろ

な値段の水産物の提供」「安全性にこだわった水産物

の提供」となっている。 

全体的に「新鮮な水産物の提供」が多いが、個別には、漁業従事者は漁業経営を安定させていくため

に「後継者・漁業従事者の確保」が必要だとしており、宿泊施設は「宿泊施設、観光業や飲食業との

連携」を期待している。また飲食店と一般市民は、手ごろな値段、安全性を期待している。 
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回答者数：漁業従事者 320、宿泊施設 40、飲食店 46、一般市民 93 

17

14

12

12

10

10

10

9

7

4

5

0 5 10 15 20

漁協などが協力し、各漁港がつながった志摩

市の「朝市」を定期的に行う

誰でも参加できる水産業の体験イベント

（漁など）を実施する

漁業を目指す人達に、漁業や養殖技法を

伝授する教室をつくる

水産業者、宿泊業者、飲食業者そして市民が利用・活

動できる「水産業拠点（中心的活動施設）」をつくる

小中学校で漁業の体験活動を行う

水産業者と宿泊業者、飲食業者そして市民などが協

力して「ブランド品」を検討し販売する

志摩市の水産物の「通販システム」をつくり発信する

水産業者と宿泊業者、飲食業者そして市民が協力して

「志摩の水産業」のイベントを定期的に行う

買い物に行けない高齢者や、生活に困っている人の

ために水産物を配達する体制をつくる

小中学校で漁業の歴史や活動などを教える

その他

（人）

23

12

8

8

8

8

7

4

4

3

3

0 10 20 30

漁協などが協力し、各漁港がつながった志

摩市の「朝市」を定期的に行う

水産業者と宿泊業者、飲食業者そして市民が協力して

「志摩の水産業」のイベントを定期的に行う

誰でも参加できる水産業の体験イベント

（漁など）を実施する

漁業を目指す人達に、漁業や養殖技法

を伝授する教室をつくる

志摩市の水産物の「通販システム」をつくり発信する

水産業者、宿泊業者、飲食業者そして市民が利用・活

動できる「水産業拠点（中心的活動施設）」をつくる

水産業者と宿泊業者、飲食業者そして市民などが

協力して「ブランド品」を検討し販売する

小中学校で漁業の体験活動を行う

買い物に行けない高齢者や、生活に困っている人のた

めに水産物を配達する体制をつくる

小中学校で漁業の歴史や活動などを教える

その他

(人）

88

86

76

76

68

56

55

53

41

30

6

85

0 50 100

漁業を目指す人達に、漁業や養殖技法

を伝授する教室をつくる

志摩市の水産物の「通販システム」

をつくり発信する

小中学校で漁業の体験活動を行う

漁協などが協力し、各漁港がつながった

志摩市の「朝市」を定期的に行う

誰でも参加できる水産業の体験イベ

ント（漁など）を実施する

水産業者と宿泊・飲食業者、市民が協力して「志

摩の水産業」のイベントを定期的に行う

水産業者と宿泊業者、飲食業者、市民等が協力し

て「ブランド品」を検討し販売する

買い物に行けない高齢者や、生活に困っている人

のために水産物を配達する体制をつくる

水産・宿泊・飲食業者、市民が利用・活動できる

「水産業拠点（中心的活動施設）」をつくる

小中学校で漁業の歴史や活動などを教える

その他

不明

（人）

複数回答 複数回答

複数回答 複数回答

44

28

27

27

26

25

22

19

17

9

10

0 10 20 30 40 50

漁協などが協力し、各漁港がつながった志摩

市の「朝市」を定期的に行う

水産業者と宿泊業者、飲食業者そして市民などが協

力して「ブランド品」を検討し販売する

水産業者と宿泊業者、飲食業者そして市民が協力し

て「志摩の水産業」のイベントを定期的に行う

買い物に行けない高齢者や、生活に困っている人

のために水産物を配達する体制をつくる

志摩市の水産物の「通販システム」をつくり発信する

誰でも参加できる水産業の体験イベント

（漁など）を実施する

漁業を目指す人達に、漁業や養殖技法

を伝授する教室をつくる

水産業者、宿泊業者、飲食業者そして市民が利用・活

動できる「水産業拠点（中心的活動施設）」をつくる

小中学校で漁業の体験活動を行う

小中学校で漁業の歴史や活動などを教える

その他

（人）

 

 

志摩市の水産業を元気にするために期待すること 

漁業従事者 宿泊施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業を目指す人たちの教室、小中学校での漁業体験

活動などの後継者育成、水産物の通販システム、定期

的な朝市などの販売関係に期待している回答が多い。 

定期的な朝市の開催が最も多く、回答者の半数以上

が選択している。 

  

飲食店 一般市民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１番多かったのが定期的な朝市の開催、次に体験イベ

ント、そして漁業を目指す人たちの教室、水産業拠点と

続く。 

定期的な朝市の開催が最も多く、次がブランド化、水産

業イベント、困っている人への水産物の配達となってい

る。 

漁業従事者以外は定期的な朝市に期待しているが、漁業従事者は漁業を目指す人たちの教室、小中学校

での漁業体験活動などの後継者育成、水産物の通販システムなどに期待する声が多い。 
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３．ヒアリング調査 

本計画策定の参考とするため、漁業協同組合、真珠養殖漁業協同組合、志摩市商工会、

志摩市観光協会、スーパーマーケット、県立水産高等学校、観光事業者を対象として、ヒ

アリング調査を行いました。 

 

(1) ヒアリングの実施方法 

ヒアリングの実施にあたり、下記に示す方法で行いました。 

 

 

 

 

対象 

ヒアリングの調査方法 

ワーク

ショッ

プ 

形式 

ヒアリ

ング形

式 

調査票 

形式 

漁業協同組合 三重外湾漁業協同組合 安乗事業所管内 ○  ○ 

三重外湾漁業協同組合 波切事業所管内 ○  ○ 

三重外湾漁業協同組合 和具事業所管内 ○  ○ 

三重外湾漁業協同組合 浜島事業所管内 ○  ○ 

鳥羽磯部漁業協同組合 ○  ○ 

海女（三重外湾漁業協同組合 安乗事業所管内） ○   

海女（三重外湾漁業協同組合 波切事業所管内） ○   

海女（三重外湾漁業協同組合 和具事業所管内） ○   

真珠養殖漁業

協同組合 

三重県真珠養殖漁業協同組合 ○  ○ 

船越真珠養殖漁業協同組合 ○  ○ 

片田真珠養殖漁業協同組合 ○  ○ 

越賀真珠漁業協同組合 ○  ○ 

神明真珠養殖漁業協同組合 ○  ○ 

立神真珠養殖漁業協同組合 ○  ○ 

志摩市商工会  ○  

志摩市観光協会  ○ ○ 

スーパーマーケット  ○ ○ 

県立水産高等学校  ○  

観光事業者   ○ 

第
２
章 

水
産
業
の
現
状
と
課
題 



 49

(2) ヒアリングの結果 

 

① 漁業協同組合ヒアリング結果 

項  目 意  見 

ここ数年の動向 ・漁獲量が減少傾向にある。 
・水温が高いせいか、イセエビはよく獲れている。 
・アワビは獲れるところと、獲れないところに分かれている。 
・アオサは、高値で取引されている。 

漁場環境 ・海水温の上昇と干潟の減少がみられる。 
・（内湾）陸からの大量な雨水、土砂の流れ込みがある。栄養不足や

ヘドロによるアオサ、アマモの生育不足がみられる。 
・磯焼け✳が進んだ地域があり、そうした所では貝類が減っている。 

漁業資源 ・種苗放流事業の継続実施が必要である。 
・遊漁者への再放流など資源管理協力要請が必要である。 
・魚礁ブロックの設置を希望する。 
・巻網漁業は小さい魚まで獲るため資源枯渇の原因となる。 
・休漁日を設定すれば良い。 
・遊漁船との競合がある。 

技術開発 ・種苗放流事業追跡調査が必要である。 
・漁獲量データや赤潮に関する情報交換が必要である。 

後継者 ・後継者対策の取り組みは、一部で行われているが少ない。 
・新規就業者にとって、組合の出資金、住居、地元の理解、資材を一

からそろえるなどクリアすべきハードルが高い。 
・収入が安定せず土日も休めないため後継者不足である。 
・仕事は命がけで、一人前になるのにも時間がかかる。 
・女性の海女は高齢化が進んでいるが、若い人もいる（男性増加）。

漁業経営・漁協運営 ・資源の減少、魚価安により収入が減っている。 
・育てる漁業による供給の安定化に取り組むべきである。 
・市場集約によるスケールメリット✳の追求が必要である。 
・同業者間の連絡体制を構築し情報交換が必要である。 

広報・販売促進 ・漁業協同組合ホームページによるＰＲ活動は行っていない。 
・直販事業(移動販売)によるＰＲ(和具)は行っている。 

品質の向上 ・「ブランド品＝高い」というイメージの払拭（期間限定のキャンペ
ーンの検討）が必要である。 

・ＨＡＣＣＰ対応による食の安全性のＰＲが必要である。 

漁 協 直 営 施 設 の 運

営、他施設との連携 

・厳しい漁協運営で人員削減の中、他の事業や事業連携の実施は難し
い。 

・漁以外をする余裕がなく、漁業体験、朝市などは難しい。 
・地産地消✳を行うには地元魚の安定供給が必要だが難しい。 

港湾・漁港施設 ・荷揚げ施設、製氷施設、市場施設などの整備が必要である。 
・ＨＡＣＣＰ対応の市場整備のための支援が必要である。 
・市外で水揚げを行う事もある。 
・津波の際の海岸保全施設が無い。 

防災（地震・津波等） ・海上避難マップの作成を行っている地区もある。 

水産業を活性化する

ための課題と方策 

・テレビによる旬の魚類の継続的な情報発信が必要である。 
 

水 産 業 を 支 え る 社

会・生活基盤の課題

と方策 

・漁村の衰退、若者離れが顕著である。 
・企業誘致（例えば水産加工会社）などによる若者の働き場所が欲し

い。 
・行政の支援補助等の協力が必要である。 
・漁のない期間に働ける場所が欲しい。 
・海女小屋やマルシェ✳等の拠点整備が必要である。 
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② 真珠養殖漁業協同組合ヒアリング結果 

項  目 意  見 

ここ数年の動向 ・リーマンショックによって真珠相場が下落した。 
・中国人の爆買によって価格が上昇した。 
・伊勢志摩サミットにより、三重県特有の３㎜～５㎜のアコヤ貝真珠

が注目されたことで価格が上昇した。 
・いろいろな真珠が海外から入ってきており戦国時代である。 

漁場環境 ・漁場環境悪化の原因として考えられることは、温暖化、漁業管理工
程での落下付着物の堆積、生活排水等がある。 

・採集時の貝肉片、貝掃除のゴミなどの適正処理を実施している。 

技術開発 ・三重県の海に適したアコヤ貝の作出が必要である。 
・水温予想、悪性プランクトンの早期発見が必要である。 

後継者 ・真珠価格上昇による経営の安定化必要である。 
・６次産業化✳を検討している。 

漁業経営・漁協運営 ・漁業経営が厳しい原因：真珠価格の低迷（特に大きいサイズ）、優
良なアコヤ母貝の不足。 

・改善のための取り組み：生産効率の上昇、人気のある小さいサイズ
に絞っての生産。 

広報・販売促進 ・アコヤ貝真珠ＰＲ活動等による効果があるように思う、またあって
ほしい。 

・世界で三重でしかできないベビーパールをもっとＰＲすべきであ
る。 

品質の向上 ・優良なアコヤ貝の作出や、消費者のニーズに合わせた商品開発が必
要である。 

漁 協 直 営 施 設 の 運

営、他施設との連携 

・加工業者との連携を強化する。 

港湾・漁港施設 ・貝の運搬、機械類の上げ下げに使用できる小型クレーン等があれば
助かる業者もいると思う。 

防災（地震・津波等） ・個々に自主防災意識を高める必要がある。 

水産業を活性化する

ための課題と方策 

・真珠価格の上昇、相場の安定。 

水 産 業 を 支 え る 社

会・生活基盤の課題

と方策 

・行政は、三重県以外で開催されるＰＲイベント等に積極的に参加し
てほしい。 

・行政の支援の前に、先ずは自助努力であると思う。 
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③ 志摩市商工会ヒアリング結果 

項  目 意  見 

漁業について ・漁業者が生活維持できる漁獲があるか、金儲けできる環境づくりが

大切である。 

・６次産業化のためには安定した生産が必要。商品開発しても、漁獲

量が足りないのがネックになっている。 

・獲れすぎた時にいかに新鮮なまま冷凍できるか、その設備をどこが

もつのかが大きな課題である。 

漁 業 と宿 泊 、飲 食 、

一般市民の連携につ

いて 

・漁業者は一次産業である為商工会には入れないので、商工会が音頭

をとることは難しいが、市が調整してくれれば協力することはでき

る。 

・水産物等の商品開発、販路の拡大は可能である。 

観光施設について ・観光客を寄せるためのルートを構築する必要がある。 

・今の観光ルートだと志摩で食事をすることがない。志摩で食事をす

るように変えてもらわないといけない。 

その他 ・６次産業化や、観光客を集客する施設・ルートの構築を、志摩市全

体で進めることは難しい。まずはどこかで成功例をつくり、それを

広げていくというやり方が良いのではないか。 

 

 

④ 志摩市観光協会ヒアリング結果 

項  目 意  見 

ここ数年の動向 ・昨年の伊勢志摩サミットの開催で、一躍注目を浴び三重県内の地域

特産品や風光明媚な自然等々国内外へ向け情報発信ができた。 

観光入込客の状況 

 

・日帰り客は減少傾向にあるが、宿泊客は微増傾向にある。 

 データとしては取っていないが、アンケート結果等から新鮮な魚介

類等を求めての来訪が多いのではないか。 

市の観光資源 ・志摩市の水産品は恵まれた自然環境とともに、特筆すべき観光資源

である。 

広報・販売促進 （水産品の物販施設） 

・個人経営の鮮魚店が主で観光バスが立ち寄れるような施設があった

ほうが良いと思う。 

（全国の消費者に購入してもらう方策） 

・前述の意見も踏まえて、地域の活性化を考えるなら全国発送よりま

ず地元での消費を考えるべきである。 

魅力の向上 ・真円真珠発祥の地であるが、市内のどこへ行ってもそれらしさがな

い。情報発信においては、隣の鳥羽市に大きく後れを取っている。

水産業への期待 ・水産資源の安定供給は元より、漁業権の設定された海面の相互利活

用。 

その他 ・志摩市内で生産される特産品は、地産地消の観点から加工・販売を

行うことにより地域に最大限の効果が得られるよう、考えていかな

ければならないのではないか。 

・四季折々のこの地域の変化を五感で堪能していただき、その時期で

しか味わえない旬の味をしっかりと賞味していただくことが、大事

であると考えている。 
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⑤ スーパーマーケットヒアリング結果 

項  目 意  見 

志摩市水産物の取り

扱 いの考 え方 と近 年

の販売状況 

・優先して取り扱いたいが、バイヤーの状況で（仕入れはバイヤーが
全て担う。）当店で思ったように購入できない。 

・生魚に関する販売状況についは志摩在中の仲卸しに買い付け、店舗
直納していただき販売している。今後も地産地消に力をいれ進めて
いく考えである。 

ここ数年の志摩市水

産物に対する消費者

動向（意向、要望等） 

・冬場の鍋商材としての動きは鈍る。 
・煮つけ用の魚の動きがよい。 
・地場魚の集客力、購買意欲は非常に高い。 
・和具直送の商品はやはり売れるが、価格は高く感じる 

志摩市水産物のホー

ムページやポスターな

どの広報の効果 

・現時点では使っておらずわからない。 
・そのような広報が存在することを知らなかった。 

魅力の向上 ・三重県で行っている「魚食リーダー✳」、県立水産高等学校と連
携：カツオの解体ショー 

・志摩の水産物の魅力は今でも十分あると考えている。 

水産業への期待 ・更なる地産地消の拡大 
・漁業従事者による対面販売 

その他 ・海産物は漁業協同組合を通じないといけない→生産者とのかかわり
が少ない（直販とうたえない）。 

・漁業者とスーパーマーケットのコラボ。 
・店頭販売、県立水産高等学校との連携。 
・浜におけるセリ開始時間の前倒し。 
・販売の低迷というよりも漁師の減少、後継者不足などが大きな原因

ではないか。若手の育成が最重要課題ではないか。 

 

 

⑥ 県立水産高等学校ヒアリング結果 

項  目 意  見 

卒業後の進路（生徒） ・水族館の飼育員、真珠装飾品のデザイン、水族館の内装デザイン、
漁師なども含め海関連の仕事に就きたい。 

漁師の仕事（生徒） ・漁業に良いイメージを持たない人は、収入、安定を気にしている
人。一般的観点からいくとそこが一番大きい。 

・漁師は学校に行けない人がなるというイメージがあったが、こっち
に来て考え方が変わった。意識を変えてほしい。落ちこぼれがなる
という印象がなくなってほしい。 

高校生による志摩の

水産物をつかった商

品開発と販売 

（教諭） 

・授業で生徒達と試作品をつくってきた。昨年７月にレトルトのキー
マカレーを、また 12 月にはカツオのミートソースを地元水産加工
業者が商品化した。今は地元ショッピングセンターや一般のスーパ
ーマーケット、道の駅などで販売している。１年間で５千個以上売
れた。 

・阿児の地元ショッピングセンター、津の物産販売店などで生徒たち
による解体ショーの後試食して買ってもらっている。 

・売れないと次の商品につながらない。商品をいかに定着させるかで
ある。 

・イベントがイベントであってはいけない。次につなげる、定着させ
るのが目的。ネックは市内に加工場が無いこと。これでは市にお金
が落ちない。 

卒業後の進路（教諭） ・教員としては水産の関連分野に進んでほしいのだが、卒業生の就職
は一般企業が多い。地元の水産業には受け皿がない。安定もないの
で、する子供がいない。 
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⑦ 観光事業者ヒアリング結果 

項  目 意  見 

ここ数年の動向 ・伊勢志摩サミットの開催 
・しまかぜの運行 
・ＡＭＡＮＥＭＵ✳の開業 

観光入込客の状況 ・式年遷宮の年を除き、特急利用者数が減少傾向にある。 
・大型アトラクション導入年を除き、志摩スペイン村も減少傾向にあ

る。 

市の観光資源 ・イセエビ、アワビ、真珠など高級な水産品が豊富である点ではイン
パクトがあるものの、志摩で食べたり買ったりする動機付けが弱
く、また他の水産品の豊富な地域との差別化が不十分。 

・真珠や貝細工は高級品であるため手が出にくい。また、観光客が思
うインパクトのある魚介類は、保冷が必要となるため持ち帰ること
は難しくお土産になりにくい。 

・良い素材は持っているが、それを特産品（加工品）として十分に活
用できていない。 

・水産業と観光業、及び環境保護と観光開発の両立 
・体験型観光資源へのアクセス利便性向上 
・子供だましではない、本物、実際の体験 
・漁場と体験場との棲み分け 
・志摩の観光の魅力は、英虞湾の美しい海である。クルージングや、

マリンスポーツ体験できる海が必要だと思う。 
・漁業体験など志摩の水産業を感じることができるアクティビティが

ない。 
・横山展望台からの『見る海』、『灯台と海』といった『絵になる

海』はあるものの、英虞湾の自然に触れる『感じる海』が少ない。

広報・販売促進 ・志摩ならではの魅力、他の地域では食べられないことがうまく伝わ
ること。 

・水産品の調理法や食べ方がわかりやすい、持ち帰りやすい商品があ
ること。 

・観光客の多くが通る沿道に店があり、食べ歩きができる商品がある
こと。 

・手ごろな価格、シズル感✳、フォトジェニック✳ 
・志摩に来ないと購入できない商品、現地ならではの商品が取り揃え

られていること。 
・現地ならではの新鮮さ、現地の方とのふれあいが感じられること。
・写真映えする工夫がなされていること。 
・鮮度の高い水産物を持って帰る（配送）ための工夫…各水産物店で

買い物用の保冷袋の配布等 

水産業への期待 ・養殖等による水産業の活性化に加え、観光に利用できる体験する海
を増やしてほしい。 

・水産業と観光事業の相互理解（共存共栄） 

その他 ・志摩には高級でおいしい海産物がたくさんあり、観光客にとって大
きな魅力であると思われるが、志摩の特別感や独自性があまり感じ
られない。伊豆や日本海側でも売っているお土産が多く見られるの
は残念である。 
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４．水産業の課題 

本市の水産業の現状、アンケートやヒアリング結果等を踏まえ、水産業の振興に向けた

課題等を下記のとおり整理しました。 

  

水産業の振興に向けた 

取 り 組 み         推進に際しての問題と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内湾地区 外洋地区 

（つくり育てる漁業の推進） 

・種苗放流効果の検証 

（適切な漁業資源の管理） 

・過剰漁獲や密漁による水産資源の減少 

・磯焼けによる餌料資源の減少 

・技術情報の共有 

・漁獲技術の継承 

・遊漁者への資源管理協力要請 

・生活排水、事業系排水による水質、底質悪化 

・赤潮、貧酸素水塊の発生 

・経年によるヘドロの堆積 

（養殖技術の向上） 

・良質な真珠母貝✳とピー

ス貝✳の作出と安定供給 

・真珠母貝特性に適した

養殖技術の開発 

水産資源の適切な

管理 

漁場環境の改善 

（経営基盤の強化） 

・不安定な収入などによる個々の経営体の脆弱性 

・漁業協同組合の経営体力低下 

・直販施設の検討 

・個人経営から共同経営への移行促進 

（担い手の育成確保） 

・漁業就業者の急減、経営体の減少 

・少子高齢化 

・若年層の域外流出、後継者不足 

・水産業の魅力の低迷 

・新規参入就労者数の低迷(就労規制、受け入れ体制） 

・魚価の低迷 

・大多数を占める個人経営体、希少な共同経営、会社運

営 

経営基盤の強化 

・養殖にともなう底質の

自家汚染 

・疾病の発生 
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水産業の振興に向けた 

取 り 組 み         推進に際しての問題と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（品質・付加価値の向上） 

・輸入産品の増大 

・消費者、加工業者等の要求の多様化、高度化 

・市場分散による商品価値の減少 

・漁獲物の移送、保管等、取扱技術の不統一 

・低い地産地消の推進 

・水産物の高付加価値化 

・志摩の旬の食材を活かした販売戦略の推進  

・志摩で可能な６次産業化の検討 

・消費者への志摩ブランドの効果的な情報発信の検討 

・観光業との連携 

内湾地区 
 

外洋地区 
 

（異業種間の連携・交流） 

・情報の停滞 

・連絡体制の未整備 

・運営に必要な人手の不足 

・投資に見合わない採算性 

・体験型漁業・水産物を活用した異業種（商工観光業

等）間の連携の推進 

・水福連携✳の推進 

（生産基盤の整備） 

・港内の放置ごみの増大 

・港内静穏度の確保 

・漁港における機能施設等の充実 

・防災対策の推進 

（流通・加工の改善） 

・消費者、加工業者等の要求の多様化、高度化 

・原材料の安定供給 

・低い地産地消の推進 

・「安全・安心食材」の表示と宣伝広報活動 

・体系化されていない情報発信 

（市場での水揚げ） 

・市外での水揚げ 

・市場の分散、小規模な市場運営 

・低い付加価値 

・流通拠点の整備 

生産基盤の整備 

ブランドの育成・

振興 
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５．第１次水産業振興計画の実績と評価及び見直し 

(1) 目標値について 

第１次計画において、水産業が将来にわたって本市の基幹産業のひとつとして継続し

て発展を続けていくためには、漁業を担う経営体数減少の抑制を図り、漁業生産額を一

定の水準で確保し続けていくことが必要と考え、漁業経営体✳数を 2003 年当時の 20％

程度減にとどめることを目標に 2015 年の養殖漁業を 700 経営体、海面漁業を 860 経営

体としましたが、2013 年の時点で、養殖漁業が 494 経営体、海面漁業が 656 経営体と

養殖漁業が目標値のおよそ 71％、海面漁業が目標値のおよそ 76％まで減少しました。 

また、漁業生産額についても、2005 年の生産額を維持していくことを目標に 2015 年

の養殖漁業を 53 億円、海面漁業を 47 億円としましたが、2015 年の養殖漁業は 46 億円、

海面漁業は 31 億円と養殖漁業が目標値のおよそ 87％、海面漁業が目標値のおよそ 66％

まで減少しました。 

１経営体あたり生産額の 2005 年との比較は、海面漁業は漸増✳傾向にあります。養

殖漁業における傾向は、ノリ養殖漁業が生産単価の増額に伴い向上し、特に直近では他

県のアオサやイトノリの不作で生産単価が大きく向上していますが、一時的なことであ

ると思われます。真珠養殖漁業については、2008 年のリーマンショックに端を発した

世界的金融危機の影響を受け、生産単価が大きく低下しましたが、2014 年頃から回復

傾向で推移しています。 

※ｐ22（4）漁業の実態のグラフ参照 
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(2) 第 1 次計画の実績について 

第１次計画における水産業の振興に向けた５つの方針に基づき、どのように施策が展

開されたのか以下に整理します。 

 

 

方針１ 漁場環境の改善 

１－１漁場環境の把握 

◆漁場環境のモニタリングの実施 

漁場造成の推進につきましては、漁場環境の変化を把握、赤潮等の発生状況

を監視するため漁場環境調査事業、英虞湾観測事業✳、自動水温観測ブイ管理事

業✳にて英虞湾、的矢湾の水質、底質などを計画策定以前から継続して調査しま

した。 

漁業被害を未然に防止するためには、これからも継続して行う必要がありま

す。 

１－２環境改善への取り組み 

◆漁場造成の推進 

漁場造成の推進につきましては、外洋域における、アワビ、イセエビといっ

た磯根資源✳増加に向け県単増殖漁場造成事業にて、つきいそ✳による漁場造成

を計画策定以降、継続して行ってきました。また、磯根資源の定着効果と漁場

環境を把握する資料とするため潜水調査事業等を行いました。 

外洋における資源維持に向け、これからも継続して行う必要があります。 

◆養殖漁場の環境改善 

養殖漁場の環境改善につきましては、湾域の底質改善などによる養殖生産品

の品質向上を図るため、三重県において英虞湾の海底清掃とヘドロの除去を行

う英虞湾浚渫事業が、計画策定以降継続して施工されました。計画では 2020 年

で終了予定であるため、養殖漁場改善に向け三重県へ湾内域の浚渫事業継続要

望を行う必要があります。 

◆藻場・干潟の保全と再生 

藻場造成✳につきましては、三重県による大規模な藻場造成や、漁業者団体が

行う環境生態系保全事業や水産多面的機能発揮対策事業が行われてきました。 

本市の沿岸域でも海況の変化で海中林やガラモ場が消失する「磯焼け」が起

こっており、今後も三重県への実施地先拡大と事業継続要望を行うとともに、

漁業者団体が行う藻場✳の保全活動への支援を継続していく必要があります。 

干潟の保全につきましては、里海推進室が主体となり、横山ビジターセンタ

ーなどと連携し、自然の役割や干潟の大切さについて理解を深めていただくた

め再生干潟をフィールドとした生き物観察会が 2010 年から毎年開催されていま

す。干潟の保全が重要であることに対する意識の啓発につながることから継続

して行う必要があります。 

１－３環境負荷の軽減に向けた取り組み 

◆環境負荷を軽減する養殖管理技術の普及啓発 

環境負荷を軽減する養殖管理技術の普及啓発につきましては、真珠養殖漁業
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協同組合と連携しながら環境負荷を軽減する技術の普及に取り組みます。ま

た、不用漁具等の適正な廃棄についても促進していきます。 

◆漁場環境保全に対する市民意識の高揚と醸成 

漁場環境保全に対する市民意識の高揚と醸成につきましては、英虞湾自然再

生協議会での議論を通じた漁場環境保全意識の啓発に取り組んできましたが、

今後も関係機関・団体等と連携しながら、生活排水対策の重要性について啓発

を行っていきます。 

◆森林保全の推進 

森林保全の推進につきましては、農林課が主体となり、植林や間伐などの体

験事業である森づくり教室、里山体験事業が 2014 年から毎年開催されていま

す。これらの事業は水産資源を保持していくため、森･川･陸の連携による多様

な生態系の保全が重要であることに対する意識の啓発につながることから継続

して行う必要があります。 

 

方針２ 水産資源の適切な管理 

２－１つくり育てる漁業の推進 

◆積極的な資源増大施策の推進 

積極的な資源増大施策の推進として主たる事業となる種苗放流につきまして

は、実施主体である漁業協同組合と協議を重ね、魚種・規模の選定を行い実施

してきました。中でも、海女漁業の主要な漁獲対象であるアワビにつきまして

は、重点魚種と位置づけて、市単独種苗を購入し、放流実績のある地区に無償

配布を行ってきました。 

さらに、放流効果を高めるため、漁業者は研究機関から放流方法の指導を受

けています。また、ナマコ天然採苗やアワビ種苗の中間育成も漁業協同組合・

漁業者と協働で行いました。漁業者自ら簡易に行うため、小規模であり絶大な

効果を得る事業ではありませんが、漁業者の資源管理意識の高揚につながって

います。 

天然資源の減少の著しい中、各種の種苗放流は重要な施策であり、今後も漁

業協同組合・漁業者・研究機関等と連携しながら、より効果的な方法で継続し

て行う必要があります。 

◆適切な資源管理の実施 

適切な資源管理の実施につきましては、加工業者、漁業協同組合、研究機

関、商工会などと連携し、未利用資源であるアカモクの生産体制の確立に取り

組み、漁獲方法について資源管理型の漁獲マニュアルを作成しました。また、

アワビ・イセエビ・トラフグ等につきましては、漁業者が資源管理のため漁獲

サイズや操業期間などの漁業調整規則より更に厳しい自主規制を継続して行っ

ている地区があります。 

２－２養殖・漁獲技術の向上 

◆環境に適応した真珠母貝、養殖方法の開発 

環境に適応した真珠母貝、養殖方法の開発につきましては、現在の真珠養殖

業界では、感染症による母貝の斃死や生産される真珠品質の低下が問題となっ
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ており、優良な真珠母貝・ピース貝の作出、安定供給と養殖技術の開発が漁業

者の切なる望みとなっています。 

これまで同様、研究機関と連携し安定・高品質な真珠の生産と養殖技術の開

発を目指すべく、これらの取り組みを推進していきます。 

◆より高品質な水産物生産のための技術開発 

より高品質な水産物生産のための技術開発につきましては、全国生産量の約

４割が市内生産であるアオサに取り組んできました。具体的には消費拡大とし

て各種イベントでのノベルティー✳の配布やホームページの立ち上げです。目的

は、食材としての認知度向上と本市が全国一の生産地であることの情報発信で

す。今後は、研究機関等と連携しながらアオサの採苗・育成・養殖技術の高度

化にかかる試験を支援していきます。 

新たな養殖の検討につきましては、漁場環境悪化が進んでいる伊雑ノ浦にお

いて、現在の漁場環境でも生育できる新たな水産資源としてイトノリの養殖実

証実験に、漁業者団体、研究機関と連携して取り組み、一定の効果が出ていま

す。今後もイトノリ養殖の実用化を目指し取り組んでいきます。 

２－３監視体制の強化 

◆監視、通報、取り締まり体制の強化 

監視、通報、取り締まり体制の強化につきましては、水産資源を保護するた

め、漁業協同組合において実施した密漁監視事業に対し補助を行いました。 

今後は、漁業協同組合、三重県との連携を強化し、密漁対策として漁港への

外灯や密漁禁止の啓発看板等の設置について検討していく必要があります。 

 

方針３ 経営基盤の強化 

３－１個々の経営体の基盤の強化 

◆経営体制の改善、経営合理化に向けた技術導入の促進 

経営体制の改善、経営合理化に向けた技術導入の促進につきましては、チリ

津波の被災漁業者の経営再生を図るため三重県関係団体と連携して被災者が借

り入れる資金の金利の利子補給を行いました。今後は、弱体化する個々の経営

体の基盤強化や作業の効率化を図るため、漁業協同組合等と連携し共同生産共

同出荷体制の構築について検討していく必要があります。 

◆高齢者、新規参入者に適応した漁獲技術の検討 

高齢者、新規参入者に適応した漁獲技術の検討につきましては、水産業の担

い手受入れ推進事業として 2017 年から新規のカキ養殖業者の受入れ体制の整っ

た的矢地区において新規参入者の技術習得に向けた育成が始まりました。今後

も的矢地区に限らず担い手の受入れを推進する必要があります。 

◆体験型学習機会の充実 

体験型学習機会の充実につきましては、漁業や水産物に親しみを持ってもら

うことを目的に、漁業協同組合、漁業者と連携して小学生を対象としたイセエ

ビ刺網体験や海女による講話、アオサ養殖の出前授業等を行ってきました。今

後も漁業や水産物に親しみを持ってもらうため継続が必要です。 

◆担い手育成・確保に向けた情報提供の充実 
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担い手育成・確保に向けた情報提供の充実につきましては、関係市町、三重

県、漁連、農林水産支援センター、県立水産高等学校で立ち上げられた「三重

県漁業担い手対策協議会」への参画のほか、新規就業希望者に対し、三重県農

林水産支援センターが実施する漁業研修制度の活用を斡旋しています。 

３－２漁業協同組合の経営体の基盤の強化 

◆経営改善の推進 

経営改善の推進につきましては、三重外湾漁業協同組合が経営改善のため国

の合併漁業支援事業を受け欠損金見合い額の借換を行うことに伴い必要となる

信用保証料の一部に対して補助を行いました。 

◆適切な経営計画の立案と遂行 

適切な経営計画の立案と遂行につきましては、漁業協同組合、漁業者団体、

市で構成される地域水産業再生委員会において漁村地域の活性化を目指し、具

体的な取り組みを実行するための浜の活力再生プラン✳を策定しました。 

◆技術情報の共有 

技術情報の共有につきましては、未利用資源であるアカモクの漁獲マニュア

ルを作成し、漁業協同組合、研究機関、市で情報を共有し資源管理型の漁獲を

推進しています。また、今後、研究機関と連携しながら取り組む養殖技術開発

試験につきましては、漁業者へ向けた研修会を開催するなど技術情報を共有す

ることで安定生産を図っていく必要があります。 

◆直販施設、レジャー施設等の運営検討 

直販施設、レジャー施設等の運営検討につきましては、異業種間連携の一環

として漁業協同組合、漁協青年部、旅館組合、市が連携して伊勢海老刺し網オ

ーナー制度事業を実施しました。 

 

方針４ 生産基盤の整備 

４－１漁業生産基盤の整備 

◆生産性の向上に資する漁港機能の充実・整備の促進 

生産性の向上に資する漁港機能の充実・整備の促進の主な事業につきまして

は、中型まき網船の操業増加等により係留施設が不足していた安乗漁港におい

て三重県主体の県営広域漁港整備事業の浮き桟橋整備費について負担しまし

た。また、老朽化の進んでいる漁港施設の長寿命化を図りつつ、更新コストの

平準化✳・縮減を図るため水産物供給基盤機能保全事業に着手しました。 

今後、高齢化が進むことは必至であり、安心して施設を活用できるよう漁業

実態や漁業関係者の意見を考慮し、漁港施設の効率的な管理、整備を進める必

要があります。 

◆施設情報の一元管理 

施設情報の一元管理につきましては、効率的な管理が可能となるよう市営８

漁港の構造を可能な範囲で照査、確認し平面図等を電子データ化しました。 

◆海岸保全施設の整備の推進 

海岸保全施設の整備の推進につきましては、波浪による漁港海岸の侵食が著

しい名田漁港に波浪対策として消波堤を設置しました。今後は、地震・津波対
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策や海岸保全施設の予防保全などの整備を考慮した海岸保全整備計画策定を検

討するとともに、海岸保全施設の適切な維持管理に努める必要があります。 

◆海岸区域の漁港関連施設における関係漁業協同組合との調整 

海岸区域の漁港関連施設における関係漁業協同組合との調整につきまして

は、漁業協同組合が行う漁港、漁港海岸のボランティア清掃活動などに参加し

ました。今後は、漁業協同組合、漁業関係者と連携し、漁港区域、漁港海岸保

全区域の監視を強化し、廃船等不用資材放置の防止、撤去に努める必要があり

ます。 

４－２市場の集約 

◆流通拠点の整備 

流通拠点の整備につきましては、三重外湾漁業協同組合の市場運営を主とし

た改善を図るための検討委員会が開催されました。 

４－３流通・加工の改善 

◆ニーズに適応した水産品の提供 

ニーズに適応した水産品の提供につきましては、本市の観光関連産業に関係

する担当部署が連携し、市内の農産物及び水産物の生産額や物流等を把握する

ため、一次産業を含む観光関連産業の成長可能性と地域経済における観光消費

経済波及効果把握業務として調査を行い、地域の産業及び経済に関する基礎的

な情報を収集しました。 

◆水産物の安定供給 

水産物の安定供給につきましては、鳥羽磯部漁業協同組合が的矢地区に新設

したカキ浄化管理出荷施設に対し補助を行いました。 

新施設の整備により安全・安心な水産物の供給が図られたほか、規模が拡大

されたことにより、需要の多い時期に集中出荷することで単価の向上が図られ

ます。 

４－４海洋性レジャーとの共存 

◆海洋性レジャーとの共存形態の提唱 

海洋性レジャーとの共存形態の提唱につきましては、海洋レジャールール啓

発活動会議が開催されていますが、具体的な漁業と海洋性レジャーの共存形態

の提唱に至っていません。これからも、沿岸域を安全で安心して活用できるよ

う継続して課題の抽出とルールの検討を行っていく必要があります。 

 

方針５ ブランドの育成・振興 

５－１品質・付加価値の向上 

◆品質管理の徹底 

品質管理の徹底につきましては、市場の集約同様、三重外湾漁業協同組合の

改善検討委員会へ参画しました。 

◆志摩ブランドの構築 

志摩ブランドの構築につきましては、いままで未利用であったアカモクの生

産・流通体制の確立に向け、加工業者、漁業協同組合、漁業者、研究機関、商

工会、市が連携して試験操業に着手し、年々少しずつ漁獲量が増えています。 
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◆統一した情報発信の展開 

統一した情報発信の展開につきましては、三重県真珠養殖連絡協議会の組合

員から出品される真珠の品評会で優良真珠を一般公開し、アコヤ真珠のすばら

しさをＰＲするため真珠品評会事業に継続して補助を行っています。また、三

重県真珠養殖連絡協議会と連携し、東京都の三重テラスや埼玉県のレイクタウ

ン越谷などで三重県産アコヤ貝真珠のすばらしさをＰＲするためのイベントを

開催しました。 

本市の誇るアオサの知名度向上のためのＰＲとしてアオサプロジェクトを立

ち上げ、ホームページやイベントでのノベルティー配布により情報発信を行い

ました。 

５－２地産地消の推進 

◆学校給食への地元水産品の導入の促進 

学校給食への地元水産品の導入の促進につきましては、学校給食を通して地

域のことや、地元で採れる食材について学ぶことを目的として、定期的に「ふ

るさと給食」が実施されています。 

◆顔の見える関係づくりの促進 

顔の見える関係づくりの促進につきましては、あのりふぐ協議会が、漁業者

と観光業者が連携し自主的に厳しい資源管理を実践して安定した供給を図ると

ともに、地域の子供たちに海の恵みの大切さを知ってもらいたいと企画したあ

のりふぐの稚魚の放流イベントの活動支援を行いました。 
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第３章 水産業振興計画の目標 

 

１．水産業が目指す姿 

本市の水産業は、古くから志摩地域の重要な産業であり、湾内、外洋の特徴を生かした

多様な漁業が営まれ長年にわたって安定して安全・安心な水産物・水産加工品を供給して

きました。また、豊かな自然景観とともに水産物・水産加工品は魅力ある観光資源のひと

つとして重要な役割を果たして来ました。 

2015 年を目標年度とする第１次計画では、漁場環境の悪化、魚価の低迷、高齢化や多

様化するニーズへの対応などの厳しい環境の中で水産業が本市の基幹産業として発展して

いくため、豊富な水産資源や優れた漁場環境とそれらを守り続ける人々の志を将来に継承

し、地産地消の推進とともに、安全・安心・高付加価値の水産品の提供を推進する取り組

みを進めてきました。 

しかし、漁場環境の悪化による水産資源の減少や少子高齢化の急速な進行による担い手

不足や漁業者の減少など、水産業を取り巻く環境は、厳しさを増しています。 

この間、本市が将来にわたって豊かな自然と文化の多様性を保持し、活力ある地域であ

り続けるため第２次志摩市総合計画が策定され「自然と共生するまち」と「市民が誇りを

もてるまち」をまちづくりの基本理念とし「住む人支え 来る人迎える 豊かな里と海の

まち」を将来像として定めています。 

また、まち・ひと・しごと創生法の制定に伴い、本市が目指す将来像をまとめた志摩市

人口ビジョンが作成されました。 

本計画の目標は、第２次志摩市総合計画のめざす姿や志摩市人口ビジョンに描かれた将

来像を踏まえ、次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源管理型漁業と水産物・水産加工品の付加価値向上を推進し、

持続可能な魅力ある水産業を目指して 
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【参考】 
 
「第２次志摩市総合計画」のめざす姿 

本市の最上位計画である第２次志摩市総合計画の基本構想では「自然と共生するまち」と「市民が誇りを

もてるまち」をまちづくりの基本理念として「住む人支え 来る人迎える 豊かな里と海のまち」を将来像

として定めています。 

【住む人支え】 

若者がいきいきと多様な仕事に励み、地域の祭りや活動にも参加して、地域のつながりを担っています。

また、高齢者も仕事や地域のために元気に活躍しており、人口が減少する中においても、市民の力とつなが

りでまちの活力が保たれ、子どもを産み育てる良好な環境が整い、各世代の市民が地域に誇りを持ち、安心

して暮らしています。 

【来る人迎える】 

伊勢志摩の魅力に惹かれて、国内はもちろん、海外からも多くの人が志摩市を訪れ、彼らを市民があたた

かく迎え、楽しい出会いと交流がまちに満ちています。そして、志摩市に帰ってくる人や新たに志摩市に来

る人を、地域があたたかく迎え、新旧の分け隔てなく同じ市民として活力あるまちと豊かな暮らしに貢献し

ています。 

【豊かな里と海のまち】 

海と山の豊かな自然と、そこから生み出された文化や伝統など、市内各地域にある一つひとつの資源が、

志摩市の産業、教育、日常生活などによって磨き上げられ、志摩市の魅力を高めています。また、豊かな自

然資源を持続的に活用するための保全活動も盛んに行われ、志摩市の豊かさがより良い形で次世代へと継承

する流れが構築されています。 

 

「第２次志摩市総合計画」におけるまちづくりの政策 
【自然環境の保全】 

海と山の豊かな自然の恵みを将来にわたってまちの財産として守り、生かすことができるまちをめざし、

自然環境の保全・再生に取り組みます。 
 

・豊かな自然環境の保全に向けて、市民の生活や産業活動との共生を図るため、市民一人ひとりの自然保

護・再生への意識を高めます。 
 

【災害・火災対策の推進】 

地震・津波災害をはじめとする大規模な自然災害などの災害の発生による被害を最小限にとどめ、安心し

て暮らせるまちをめざし、災害・火災対策の推進に取り組みます。 
 
・集中豪雨や土砂災害、津波や高潮などへの対策を推進し、自然災害を防止するとともに、眺望や景観に

配慮した河川や海岸の整備・保全に努めます。 

 

【農林水産業の振興】 

海と山といった豊かな自然が育てる地域経済の基盤となる農林水産業が元気なまちをめざし、農林水産業

の振興に取り組みます。 
 

・水産業の振興のため、漁場環境の整備・改善を図りながら資源管理型漁業
✳
を推進し、担い手育成など

による経営基盤の強化、生産基盤の確保に努めるとともに、漁業を通じた環境保全活動を進めます。 

 

【雇用の促進・新規産業の育成】 

農林水産業や商工業、観光産業などが連携した伝統と革新を持ち合わせた志摩市らしい産業の創出をめざ

し、雇用の促進や新規産業の育成に取り組みます。 
 
・農林水産業、商工業、観光産業などが連携してブランド化を推進し、地域イメージを向上させることに

より観光客の誘致など、幅広い効果を生み出していきます。 

・異業種間の連携を通じた生産と加工、販売の一体化や地域資源を活用した新たな産業の創出をめざして

６次産業化を推進します。 

 

【観光産業の振興】 

「里海」から生み出される志摩の魅力を最大限に生かし、市民一人ひとりが地域内外からの観光客をおも

てなしできるまちをめざし、観光産業の振興に取り組みます。  
 
・志摩の魅力を生かした里海ツーリズム

✳
やスポーツツーリズム

✳
を推進します。 

                 

                       第２次志摩市総合計画より一部抜粋 
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【参考】 
 
志摩市人口ビジョンにおける本市の目指す将来像 

本市では、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、本市の現状分析や人口推計とともに、それらを踏ま

えた４５年後の地域の将来展望を描いた「志摩市人口ビジョン」を作成し、それを実現するための政策分

野、基本目標、基本的方向性及び具体的な施策を「志摩市創生総合戦略」にまとめています。志摩市人口ビ

ジョンでは、本市の目指す４５年後の将来像を次のとおり設定しています。 

 

・志摩市の豊かさの源である自然環境がより良く保全され、人の営みと自然が調和した志摩の景観が広

がるなかで、持続的に志摩の多様な食材が生産され、地域内の宿泊業や飲食業などで幅広く大切に消

費されている。 

・人のつながりに支えられた暮らしやすさが確保され、地域の由緒ある空間やお祭りなどの文化・伝統

が、市民の力で絶えることなく維持されている。 

・自らの特徴を把握して自立する小さな地域が、それぞれの個性を発揮して、１つの志摩市を構成して

いる。 

・「海や里の多様な食材」、「豊かな自然環境」、「美しい景観」、「地域ごとの文化・伝統」及び

「人のつながり」が相まって、志摩市の良さを凝縮した質の高い「観光」が世界に向けて提供され、

地域の資源を生かした産業で活力ある地域が形成されている。 

・地域の魅力に誇りを持ち、自らそれを楽しみ語れる市民の存在で、訪れる人が志摩市に憧れるような

まちが形成されている。 

・市内各地区の移動の利便性向上、子どもを産み育てるうえで必要な医療の確保、人が集い語らう場所

や新しい娯楽の創出など、市民のニーズを新しい仕事として市民が叶えている。 

・市民の理解や事前の備えなど、ハード整備だけではない事前防災が徹底された災害に強いまちが形成

されている。 

・志摩市の経済を支える産業の労働生産性が向上し、活発な業種間交流と連携により、多様でやりがい

のある労働環境が生み出され、様々な域内消費ができるだけ地域で循環している。 

 

                        志摩市人口ビジョンより一部抜粋 
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２．目標値 

恵まれた観光資源と多種多様な水産資源が本市の産業の基礎となっており、これらの資

源を活用した産業の成長が、地域経済の成長にとって重要と考えられます。 

現在、養殖漁業については、経営体数が減少傾向にあるものの生産量は横ばいで推移し、

生産単価も向上傾向にあります。しかし、海面漁業については、漁業者の高齢化による経

営体数の減少と水産資源そのものの減少により、漁獲量は減少傾向にあります。 

水産業を基幹産業として持続していくためには、生産量の維持・増大、魚価の向上など

に向けた取り組みにより、生産力を維持し、漁業経営体、漁業就業者の減少を抑制する必

要があります。 

このため、水産業の振興を図るための指針として、次のとおり 10 年後の 2027 年におけ

る目標値を設定することにしました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2027 年の漁業経営体数 

【目標値】 

 養殖漁業 ３８０経営体 

（2013 年：494 経営体 志摩市人口ビジョンで 2027 年を推計すると 380 となり約 23%減）

 海面漁業 ５００経営体 

（2013 年：656 経営体 志摩市人口ビジョンで 2027 年を推計すると 500 となり約 24%減）
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年齢別漁業就業者数の推移 
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15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上

就
業
者
数
（
人
）

(年齢)

1988年
1993年

1998年

2003年

2008年

2013年

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上 計

1988年 37 196 281 258 332 505 706 1,050 1,045 790 5,734

1993年 7 62 212 271 248 342 504 686 976 1,006 5,241

1998年 9 39 73 172 198 215 306 464 589 830 743 392 131 4,161

2003年 6 29 60 83 150 199 207 287 430 543 680 548 261 3,483

2008年 9 22 36 49 90 183 196 210 295 438 461 534 374 2,897

2013年 3 19 20 38 70 106 162 161 159 252 317 373 463 2,143

534

927

資料：漁業センサス※1988、1993 年のセンサスは 65 歳以上の区分が無いため、「65～69

歳」「70～74 歳」「75 歳以上」は全て「65 歳以上」に含まれています。 
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年齢別漁業就業者数の推移をみると、新規就業者の参入がないままに高齢化し、かつ、

各世代の就業者数が減少しています。2008 年の就業者数は生産年齢層（53％）が老年層

（47％）を上回っていましたが、2013 年の就業者数では老年層（54％）が生産年齢層

（46％）を上回りました。こうした状況が続き、80 歳を引退の目安とした場合、10～15

年後には就業者数が半減する可能性があります。 

本市における漁業経営体数は、個人経営が 99％（2013 年漁業センサス）を占め、就業

者の減少は経営体数の減少につながります。 

活力ある本市を存続させるために、一人でも多くの市民や民間業者の方々に、本市が置

かれている現状と本市の目指す将来像に関する認識を共有していただくための資料である

「志摩市人口ビジョン」の働き手世代の人口の推移のシミュレーションを参考に、2027

年の漁業経営体数と漁業就業者数の値を推計してみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口の推移がこのまま続くと仮定した働き手世代の人口の推移シミュレーション（パタ

ーン２）を参考に漁業経営体数を推計すると、養殖漁業の経営体数は約 310 経営体まで減

少し、海面漁業の経営体数はおよそ 420 経営体まで減少すると考えられます。 

また、2060 年の人口を 30,000 人程度確保することを目標とした働き手世代の人口の推

移シミュレーション（パターン５）を参考に漁業経営体数を推計すると、養殖漁業の経営

体数はおよそ 380 経営体まで減少し、海面漁業の経営体数は約 500 経営体まで減少すると

考えられます。 

活力ある本市の存続を目指すため、人口ビジョンの 2060 年の人口を 30,000 人程度確保

することを目標とした働き手世代の人口の推移シミュレーション（パターン５）を参考に

得られた推計値を目標値にすることにしました。 
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よって、漁業経営体の目標値として、養殖漁業 380 経営体、海面漁業 500 経営体を維

持することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口の推移がこのまま続くと仮定した働き手世代の人口の推移シミュレーション（パタ

ーン２）を参考に漁業就業者数を推計すると、2015 年の 1,580 人（国勢調査）が 2027 年

には 1,064 人まで減少すると考えられます。 

また、2060 年の人口を 30,000 人程度確保することを目標とした働き手世代の人口の推

移シミュレーション（パターン５）を参考に漁業就業者数を推計すると、2015 年の 1,580

人が 2027 年には 1,274 人まで減少すると考えられます。このことから、人口の減少を抑

制するため地域の雇用と経済を支える水産業の生産性の向上を図る必要があります。 

 

【参考】 

漁業生産額について、2013 年の漁業生産額を漁業センサスの経営体数で除して

得られた１経営体あたり生産額が 2027 年まで維持されると仮定すると 2027 年の養

殖漁業の生産額が約 24.6 億円、海面漁業の生産額が約 23.7 億円になると推計され

ます。 

 

2013 年の 1 経営当り生産額 

 養殖漁業 3,202,759,571 円/494 経営体≒ 648 万円 

 海面漁業 3,107,589,994 円/656 経営体≒ 474 万円 

2027 年の漁業生産額の推計 

 養殖漁業 380 経営体×648 万円≒ 24.6 億円 

 海面漁業 500 経営体×474 万円≒ 23.7 億円 

人口ビジョンの働き手世代の人口推定にあわせた漁業就業者数の推移 

資料：志摩市人口ビジョン 

    国勢調査（2015 年の漁業就業者数）
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第４章 水産業の振興に向けた基本方針と施策 

水産業が持続可能な魅力ある産業として発展していくためには、生産性の向上のための

「漁場環境の改善」「資源管理型漁業」などの推進や付加価値の向上のための「ブランド

化」「地産地消」などの推進、安全・安心な「生産基盤の整備」などに取り組む仕組みづ

くりが必要です。 

これらの仕組みづくりを推進するため、次の５つの基本方針に沿った施策を行います。 

 

 

  第２次志摩市水産業振興計画の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次志摩市 
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振興計画 

 

水産資源の 

適切な管理 

 

経営基盤の 

強化 

 

生産基盤の 

整備 

 

ブランドの

育成･振興 

 

漁場環境の

改善 
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１．漁場環境の改善 

水産業は、海から得られる生物資源を享受して成り立つ産業であり、生物資源の再生産

力が維持されていくことによって継続される産業です。 

将来にわたって生物資源の再生産力を維持していくためには、悪化が懸念されている生

物の成育・生産環境を改善し、保全していく必要があります。 

このため、漁場環境の改善に向けて、以下の基本施策を講じていくこととします。 

 

(1) 漁場環境の把握 

漁場環境の変化を把握するとともに、赤潮や貧酸素水塊の発生状況を監視し、漁業被

害の防止に努めます。 

 

(2) 環境の改善 

外洋域においては、漁場造成による資源の増加、内湾域においては底質の改善などに

よる養殖生産品の品質向上を図ります。また、沿岸生態系の保全を図るため、藻場や干

潟の保全と再生に努めます。 

 

(3) 環境負荷の軽減 

漁場への負荷を軽減するための技術の普及啓発を図るとともに、漁場の清掃活動を支

援します。 
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２．水産資源の適切な管理 

水産資源は、適切な管理により持続的な利用が可能な資源であり、その適切な管理は、

水産物の安定供給の確保、ひいては、水産業の健全な発展を支える基盤です。 

このため、水産資源の適切な管理に向けて、以下の基本施策を講じていくこととします。 

 

(1) つくり育てる漁業の推進 

海面漁業では、研究機関、漁業協同組合との連携により、種苗放流事業の効果検証を

行い、効果的な種苗放流事業を実施します。 

また、水産資源の維持を図るため、研究機関と連携し、適切な資源管理の実施に努め

ます。 

 

(2) 養殖技術の向上と養殖・漁獲技術の継承 

真珠の養殖漁業では、環境に適した優良な真珠母貝、ピース貝の作出と安定供給が課

題になっていることから、安定した生産と高品質な真珠の生産につながるよう、研究機

関と連携して、養殖海域の環境に適した真珠母貝や養殖技術の開発に努めます。 

持続可能な漁業推進のための養殖・漁獲技術を継承する担い手確保に向けた取り組み

について支援します。 

 

(3) 密漁防止などの監視体制の連携強化 

水産資源を保護するため、関係機関と連携を強化し、密漁や違反操業などの監視、通

報、取り締まりに努めます。 
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３．経営基盤の強化 

水産物の安定供給を確保し、地域経済社会の維持、発展を図るためには、安定した収益

が確保できる経営体を育成し、経営が継続し得る新規の労働力を確保していく必要があり

ます。 

このため、経営基盤の強化に向けて、以下の基本施策を講じていきます。 

 

(1) 個々の経営体の基盤強化 

個々の経営体の基盤を強化し、効率的な経営を促進するため、経営体制の改善を図る

とともに、操業の省力化、省エネ対策など、新たな技術の導入を促進します。 

後継者の確保や地区内外からの新規の就業者の参入を促進するため、容易・安全な操

業が行えるような操業体制の見直しを図り、体験漁業など、水産業に対する理解を増進

する機会の拡大に努めるとともに、就業者を募るための多様な情報提供を図ります。 

 

(2) 漁業協同組合の基盤強化 

漁業者等が効率的な経営に取り組むため、経営の改善計画を検討し、創意工夫を生か

した経営改善の促進を図ります。 

また、漁業協同組合等が、将来にわたって安定した経営を維持していくため、将来を

見据えた経営計画の立案と遂行を図るとともに、漁業協同組合等の連携の強化や情報の

共有化、異業種との連携による直販施設等の運営などについて検討します。 
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４．生産基盤の整備 

就業者の高齢化が進み、安心して漁船が係留できる施設の整備や、安全に活用できる施

設への補修等も今後必要となってきます。 

このため、生産基盤の整備に向けて、以下の基本施策を講じていきます。 

 

(1) 漁業生産基盤の整備 

外洋域では、現況調査や定期的な点検を行い、陸揚げ量に応じた基盤整備を行うとと

もに、漁業者ニーズに合わせた漁港機能の充実を図ります。港内静穏度の確保に向けた

安全施設の整備を推進します。 

また、効率的、効果的な漁業関連施設の管理や整備が行えるよう、施設情報の一元管

理を推進するとともに、海岸区域の漁業関連施設においても、必要に応じて、効率的な

施設整備に向けた関係行政機関との調整を図ります。 

 

(2) 市場の集約 

販売競争力を高めるため、多様な水産物を一極に集約する流通拠点の整備を図るとと

もに、電子入札等、新たな入札形態を検討します。 

 

(3) 流通・加工の改善 

必要とされる水産物を、迅速・低コストで輸送し、高品質・適正価格で消費者や加工

業者に提供していくため、流通業者と密接な情報交換のできるネットワーク体制の構築

など、連携の強化を図ります。 

また、消費者や加工業者のニーズに見合った水産物・水産加工品、“安全・安心・高

付加価値”な水産物・水産加工品の販路拡大に努め、安定した水産物・水産加工品の供

給を図ります。 

 

(4) 海洋性レジャーとの共存 

漁業者と海洋レジャーのトラブル発生を未然に防ぎ、両者が共存していくために、海

洋レジャールールの周知など啓発活動の促進を図ります。 
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５．ブランドの育成・振興 

消費者の嗜好がさらに多様化し、また、食の安全性に対する関心が非常な高まりをみせ

ている中、消費者は、「安全・安心・高品質」な水産物・水産加工品を求めています。 

一方、生産者は、魚価の向上と生産の効率化による漁業経営の安定化を求めています。 

従って、高値で取引されるものの、水揚金額が漁獲量に大きく左右されてしまう現在の

ブランド水産品にとどまらず、生産・流通・衛生の適正な管理に基づいた「高品質」「高

付加価値」と地産地消の推進による「安全・安心」を組み合わせ、水産物全般の価格の底

上げ、いわゆる志摩の水産物・水産加工品の総ブランド化を促進していくことが必要とな

っています。 

このため、これに向けて、以下の基本施策を講じていきます。 

 

(1) 品質・付加価値の向上 

“安全・安心・高付加価値”の水産物・水産加工品を提供するため、漁獲から出荷に

至るまでの品質管理の徹底を図ります。 

また、伊勢志摩国立公園の豊かな自然環境の中で生産されている高品質な水産品を、

さらに品質管理や衛生管理の徹底によって付加価値を向上させ、情報を管理・発信し、

個々の関係事業者においては、統一されたコンセプトに基づく情報発信を徹底します。 

 

(2) 地産地消の推進 

若年層を中心に急速に進む「魚離れ」に歯止めをかけるため、学校給食における地元

水産品の活用を促進し、地元水産物・水産加工品の魅力を伝えるとともに、魚食普及に

努めます。 

また、消費者に「安全・安心」な水産物・水産加工品を継続的に提供していくため、

消費者が知りたい、きめ細かな情報提供を推進することにより、消費者との信頼関係の

構築を図ります。 
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第２次志摩市水産業振興計画の基本施策の枠組み 
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続
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水
産
業
を
目
指
し
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1 漁場環境の改善 

2 水産資源の適切な管理 

4 生産基盤の整備 

3 経営基盤の強化 

５ ブランドの育成・振興 
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(1) 漁場環境の把握 

(2) 環境の改善 

(3) 環境負荷の軽減 

(1) つくり育てる漁業の推進 

(2) 養殖技術の向上と養殖・

漁獲技術の継承 

(3) 密漁防止などの監視体制

の連携強化 

(1) 漁業生産基盤の整備 

(2) 市場の集約 

(3) 流通・加工の改善 

(4) 海洋性レジャーとの共存 

(1) 個々の経営体の基盤強化 

(2) 漁業協同組合の基盤強化

(1) 品質・付加価値の向上 

(2) 地産地消の推進 
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第５章 施策の展開方策 

 

第４章で定めた基本施策について、各施策を展開するための実施主体を位置づけ、必要

となる方策を具体的に展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、施策における実施主体は、以下の区分によります。 

 

 

 

：志摩市や三重県の機関などが主体となって取り組む施策 

 

：行政と民間が対等の立場で協力して取り組む施策 

 

：漁業者、漁業協同組合、流通業者、加工業者、他業種事業者等、 

行政以外の個人、機関、団体等が主導的に取り組む施策 

 

 

 

 

基本施策 展開方策 
協働 

施行型

民間 

主導型

行政 

主導型
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１．漁場環境の改善 

(1) 漁場環境の把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁場環境の長期的なモニタリン

グを実施し、漁場環境の変化を把

握するとともに、赤潮や貧酸素水

塊の発生状況を監視し、漁業被害

の防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 漁場環境のモニタリングの実施 

展開方策 

◆養殖漁場におけるモニタリングの実施 

・水質・底質の化
学分析 

・プランクトン観測

漁場モニタリングの実施 

漁場環境の 
経年変動把握

漁場環境改善
施策の立案 

赤潮・貧酸素 
の把握 

漁業被害 
の防止 

関係者への 
情報提供 

 

 

・漁場環境調査事業（英虞湾・的矢湾）、潜水調査（外洋） 

・英虞湾観測事業（赤潮等の発生状況を早期に把握、観測） 

・自動水温観測ブイ管理事業 など 

英虞湾観測事業 

真珠養殖漁場における海

況異変や頻繁化する赤潮発

生の早期発見に即応するた

め、真珠養殖漁業協同組合

等が実施する観測事業に対

し補助を行います。 

 

具体的な事業 

① 漁場環境のモニタリングの実施 協働施行型 
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・つきいそ事業、潜水調査事業、浮魚礁✳、広域漁場整備事業の実施 など 

つきいそ事業 

つきいそ事業（投石）による漁場造成を行い、アワ

ビ・イセエビ・サザエ等の磯根資源の増加を図り、安

定した漁獲を維持することで沿岸漁業に従事する漁業

経営体の経営の安定を図ります。 

(2) 環境の改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外洋域において、資源の増加を

図るため、漁場造成を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内湾域において、養殖生産物の品質を向上させるため、底質の改善など、漁場環境

の改善を促進します。 

 

 

 

 

漁場造成実績の整理 

漁場造成効果の検討 

漁場造成計画の検討 

漁場造成の実施 

・造成漁場における資源調査 

・漁業者へのヒアリング 

・効果的な漁場造成場所 

・対象魚種 

・規模 

・形状 

 

① 漁場造成の推進 

② 養殖漁場の環境改善 

③ 藻場、干潟の保全と再生 

展開方策 

 

 

・特定漁港漁場整備計画に基づく底質改善事業（閉鎖性海域である英虞湾及び伊

雑ノ浦を含む的矢湾の浚渫等の実施及び要望） など 

具体的な事業 

② 養殖漁場の環境改善 協働施行型

① 漁場造成の推進 協働施行型

具体的な事業 
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・三重保全二期地区海女漁業等環境基盤整備事業（三重県による藻場造成事業） 

・藻場の再生 など 

藻場の再生 

漁業者団体等が行う藻場の保全・再生

活動に対して積極的に支援します。 

 

 

 

沿岸生態系の保全を図るため、

藻場や干潟の保全と再生に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の藻場造成効果の検証 

実証実験 

藻場の造成計画の検討 

効果的な藻場造成の実施 

藻場の現状把握 

・造成効果の高い藻種の検討 

・造成時期、場所、量の検討 

・育成方法の検討 

・造成実績の整理 

・造成効果の確認 

◆藻場の造成 

干潟の保全 

市民への啓発活動 

干潟の機能の整理・現状把握 

・干潟の効果の把握 

・勉強会の開催 

・環境教育の推進 

◆干潟の保全 

③ 藻場、干潟の保全と再生 協働施行型

 

 

・干潟観察・生き物観察会の開催 など 

具体的な事業 

具体的な事業 
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(3) 環境負荷の軽減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁場への負荷を軽減するための技術の普及啓発を図るとともに、漁場の清掃活動等

を支援します。 

 

 

 

 

漁場や海岸の清掃活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漁場や海岸の清掃活動 

・不用漁具等の再利用や適正廃棄の促進 など 

不用漁具等の再利用や適正

廃棄の促進 

不用漁具等の再利用や適

正廃棄について促進しま

す。 

 

 

① 環境に負荷をかけない水産業の取り組み 

② 漁場環境保全に対する市民意識の高揚と醸成 

③ 森林保全の推進 

展開方策 

具体的な事業 

① 環境に負荷をかけない水産業の取り組み 協働施行型

第
５
章 

施
策
の
展
開
方
策 



 81

 

 

漁場環境を改善し、良好な漁場を保持していくため、関係機関、関係団体等と連携

し、下水道接続率の向上や合併処理浄化槽の設置、適正な維持管理などによる生活排

水処理の啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業資源の再生産力を保持していくためには森・川・海の連携による多様な生態系

の保全が重要であることに対する意識の啓発を図るため、広範な人々の参加による、

適所での植林活動等の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・英虞湾観測事業（赤潮等の発生状況を早期に把握、観測） 

・干潟観察・生き物観察会の開催 

・生活排水対策の重要性についての啓発 など 

具体的な事業 

 

 

・市民を交えた植林活動等の実施 

・魚つき林✳の保全と重要性についての啓発 

・各種団体が実施する植林活動等への参加 

・森づくり教室、里山体験事業への参加 など 

各種団体が実施する植林活

動等への参加 

各種団体が実施する植林

活動等に参加します。 

民間企業と本市が締結し

た「地域活性化連携協定」

に基づき地域活性化・地域

産業の振興などの取り組み

として漁港にオリーブの植

林を行いました。 

また、里山づくり講習会

として実施される伐採体験

などの海を育む森林の保全

活動に参加します。 

具体的な事業 

③ 森林保全の推進 協働施行型

② 漁場環境保全に対する市民意識の高揚と醸成 協働施行型

第
５
章 

施
策
の
展
開
方
策 



 82

 

 

・種苗購入事業（アワビ） 

・種苗放流事業（アワビ、トラフグ、ナマコ、サザエ、カサゴ、ヒラメ） 

・地域展開促進事業（広域で連携した種苗放流：マダイ） 

・伊勢湾地域栽培漁業推進事業（クルマエビなど） 

・大型アワビ種苗育成調査（大型アワビ種苗の育成・放流と効果の確認） など 

種苗放流事業（アワビ、トラフグ、ナマコ、サザ

エ、カサゴ、ヒラメ） 

県立水産高等学校・漁業協同組合・市の協働でア

ワビ種苗放流を行います。 

つくり育てる漁業を推進するため、漁業協同組

合・漁業者・関係機関と連携しながら、種苗放流を

行います。 

（成果指標・目標値） 

２．水産資源の適切な管理 

(1) つくり育てる漁業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

海面漁業では、研究機関、漁業

協同組合との連携により、種苗放

流事業の効果検証を行い、効果的

な種苗放流事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 単位 現状値（2016 年度） 目標値（2025 年度） 

アワビ種苗放流数 千個／年 400.0 300.0 

トラフグ種苗放流数 千尾／年 102.0 102.0 

ナマコ種苗放流数 千個／年 2.5 6.0 

サザエ種苗放流数 千個／年 14.0 14.0 

カサゴ種苗放流数 千尾／年 15.0 15.0 

ヒラメ種苗放流数 千尾／年 10.5 10.5 

過去の放流事業の効果の検証 

実証実験 

放流計画の検討 

効果的な種苗放流事業の実施 

・放流実績の整理 

・漁獲データの整理 

・放流効果の高い魚種の検討 

・放流時期、場所、量の検討 

・中間育成手法の検討 

・放流効果の確認 

 

① 効果的な種苗放流の実施 

② 適切な資源管理の実施 

展開方策 

具体的な事業 

① 効果的な種苗放流の実施 協働施行型
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大型アワビ種苗育成調査（大型アワビ種苗の育

成・放流と効果の確認） 

大型アワビ種苗の効率的な育成条件を検討しな

がら、漁業者によるアワビ種苗の育成を支援する

とともに、アワビ種苗大型化の有効性について検

証します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産資源の維持を図るため、研

究機関や漁業協同組合と連携し、

適切な資源管理の実施に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁獲データの整理 

資源状況の把握 

資源管理の実施 

適切な管理手法の選定 

・操業ルールの設定 

（時期、漁獲サイズ） 

 

 

・アカモク生産体制の確立（三重県水産研究所、漁業協同組合と連携） 

・漁獲サイズや操業期間など、三重県漁業調整規則より厳しい自主規制による

資源管理（イセエビ、アワビ、トラフグ）  

・地域の漁業特性に応じた自主規制の資源管理に関する仕組みづくりの支援

（漁業協同組合と連携） など 

漁獲サイズや操業期間など、三重県漁業調整規則

より厳しい自主規制による資源管理（イセエビ、

アワビ、トラフグ） 

本市のイセエビ漁獲量は、漁獲サイズ・操業期

間の自主規制や独自の口開け制度を設けるなど、

適切な資源管理の実施により、農林水産省の統計

で全国第 1 位となっています。 

具体的な事業 

② 適切な資源管理の実施 協働施行型

2.1

4.8

３㎝種苗 ５㎝種苗

※志摩市内で放流され

るアワビ種苗は、2.5～

3.0 ㎝の大きさです。 

※ 購 入 で き る サ イ ズ は

1.5～3.0 ㎝です。 

アワビ種苗再捕率（％） 

大型種苗は、放

流効果が高い 

2.3 倍の 

放流効果 

資料：三重県水産研究所 
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(2) 養殖技術の向上と養殖・漁獲技術の継承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真珠の養殖漁業では、環境に適した優良な真珠母貝、ピース貝の作出と安定供給が

課題になっています。また、感染症による母貝の斃死や生産される真珠品質の低下な

ども問題となっています。 

この点を改善し安定した生産と高品質な真珠の生産につながるよう、研究機関と連

携し、病害発生リスクを低減する取り組みと真珠母貝、ピース貝及び養殖漁業等の特

性に応じた生産手法の取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究機関が行うアコヤガイ品種改良試験への協力 など 

研究機関が行うアコヤガイ

品種改良試験への協力 

環境に適した優良な真珠

母貝、ピース貝の作出と安

定供給が課題となっていま

す。 

高品質な真珠の生産につ

ながるよう、研究機関と連

携し、真珠母貝、ピース貝

及び養殖漁業等の特性に応

じた生産手法の取り組みを

推進します。 

 

① 優良な真珠母貝、ピース貝の作出と安定供給及び養殖技術の開発 

② より高品質な水産物生産のための技術開発 

③ 養殖・漁獲技術の継承 

展開方策 

具体的な事業 

① 優良な真珠母貝、ピース貝の作出と安定供給及び養殖技術の開発 協働施行型
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消費者の食品に対する意識が高

くなるとともに、海外からの輸入

水産物や国内他産地との競合が激

しくなる中で、本市の水産物の品

質向上を図っていくための検討を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・養殖技術開発等業務 など 

養殖技術開発等業務 

ノリ養殖の採苗・育成・

養殖技術の高度化にかかる

試験、研究を三重県水産研

究所や漁業者団体と連携し

て行います。 

 

生産技術の見直し 

消費動向の把握 

生産物の品質向上 

・消費者ニーズの把握 

・加工・流通ニーズの把握 

・養殖管理技術の見直し 

・生産・流通体制の見直し 

具体的な事業 

② より高品質な水産物生産のための技術開発 協働施行型
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持続可能な漁業の推進のため養殖・漁獲技術を継承する担い手確保に向けた取り組

みについて支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・真珠母貝の生産手法や挿核技術など真珠養殖業の技術や知識を継承するため

の取り組みへの支援 

・ノリ養殖業、カキ養殖業の技術や知識を継承するための取り組みへの支援 

・海女漁業、刺網漁業、はえ縄漁業など漁獲技術や知識を継承するための取り

組みへの支援 

・水産業の担い手受入れ推進事業 など 

海女漁業、刺網漁業、はえ縄漁業など漁

獲技術や知識を継承するための取り組み

への支援 

近海カツオ漁業 

本市のカツオ一本釣漁船団は少数精鋭

であり、１隻あたりの水揚げ高は他県の

水準をはるかに上回り、漁獲技術、性能

は国内において最高の地位を占めていま

す。 

インドネシア漁業者共同連合会から研

修生受入要請を受け、市内の優れた漁労

技術と最先端の装備を備えた漁船でのカ

ツオ一本釣漁業の研修事業を支援しま

す。研修生に高度な技術を習得してもら

うことにより、発展途上国の産業発展に

大きく寄与し、国際貢献、両国の友好関

係樹立に貢献しています。 

 

水産業の担い手受入れ推進事業 

水産業の担い手受入れ推進事業を支援

します。 

的矢地区では、新規のカキ養殖業者の

担い手を育むため、新規就業者を受け入

れ、技術習得に向け研修を行っていま

す。 

 

③ 養殖・漁獲技術の継承 協働施行型

具体的な事業 
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(3) 密漁防止などの監視体制の連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産資源を保護するため、関係機関と連携を強化し、密漁や違反操業などの監視、

通報、取り締まりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・密漁防止に関する会議への参画 

・防犯灯・密漁禁止啓発看板の設置 など 

防犯灯・密漁禁止啓発看板

の設置 

水産資源を保護するた

め、関連機関との連携を強

化し、密漁や違反操業など

を防止するための啓発看板

の設置を支援します。 

 

① 監視、通報、取り締まり体制の連携強化 協働施行型

監視等体制の検討 

海上保安庁等 

密漁通報 

取り締まり 

監視・通報・取り締まり 

・監視組織 

・監視対象魚種 

・監視区域 

・違反操業者への現場での対応方法 

・事後の対応方法 

・連絡、通報体制 違反操業者発見時の連絡体制 

密漁者発見時の通報体制 

 

① 監視、通報、取り締まり体制の連携強化 

展開方策 

具体的な事業 
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３．経営基盤の強化 

(1) 個々の経営体の基盤強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営の合理化を促進するため、多様な機関との連携のうえ、操業の省力化、省エネ

対策など、新たな技術の導入を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養殖にかかる作業の効率化を図るため、漁業協同組合などと連携し、養殖の共同生

産や共同出荷体制、あるいは分業体制の構築を支援します。また漁獲作業についても

同様に効率的な体制の構築を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

② 養殖・漁獲作業の効率化 協働施行型

① 経営体制の改善、経営合理化に向けた技術導入の促進 民間主導型

 

① 経営体制の改善、経営合理化に向けた技術導入の促進 

② 養殖・漁獲作業の効率化 

③ 漁業者の高齢化と新規参入者に適応した漁業活動への支援 

④ 体験型学習機会の充実 

⑤ 担い手の育成・確保に向けた情報提供の充実 

⑥ 異業種間連携による新たな雇用の創出 

展開方策 

 

 

・水産業競争力強化緊急事業の支援 

・漁業近代化資金✳への支援 など 

 

 

・同業種の共同経営などへの支援 など 

具体的な事業 

具体的な事業 
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高齢化がますます進展する中、後継者の確保や地区内外からの新規の就業者の参入

を促進し、高齢者や新規参入者が容易で安全に操業できるよう取り組みます。また障

がい者の新たな就労の場づくりなどの水福連携事業の取り組みを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・つきいそ事業 

・水産業の担い手受入れ推進事業 

・新規就業者受け入れのための支援 

・畔志賀漁師塾✳をはじめとする後継者育成のための支援 

・水福連携事業への支援 など 

水福連携事業への支援 

水産分野と福祉分野の連

携を推進し、障がい者の漁

業への就労機会の拡大を促

進するため水産福祉連携事

業の取り組みを支援しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

畔志賀漁師塾をはじめとす

る後継者育成のための支援 

三重外湾漁業協同組合の

「畔志賀漁師塾」は、漁業

の担い手不足という共通の

課題を持つ畔名、志島、甲

賀の３地区が連携し設立さ

れました。伝統ある漁村を

守る人材を育成し、未来に

継承していくため県内外か

ら漁師や海女を目指す若者

を受け入れ、独立に向け各

地区の先輩漁師が支援、指

導を行っています。 

③ 漁業者の高齢化と、新規参入者に適応した漁業活動への支援 協働施行型

具体的な事業 
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地域産業への理解を深め、水産業への関心を高めることによって、後継者の確保に

つなげるため、体験漁業など、水産業に係る学習機会の拡大に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小学生を対象とした漁業体験教室  

・子どもから大人まで参加できる学習機会の創出 

・漁業者や県立水産高等学校など関係団体と連携した学習機会の創出 

・食育関係機関が開催する地元食材（水産物・水産加工品）を活用した講習会

などへの支援 など 

小学生を対象とした漁業体

験教室 

小学生に漁業者との交流

を通じて海の恵みの大切さ

を知ってもらうため、漁業

体験・資源管理の講義・郷

土料理の試食、漁業体験教

室などを支援します。 

 

 

 

 

 

食育関係機関が開催する地

元食材（水産物・水産加工

品）を活用した講習会など

への支援 

地域の食材について漁業

関係者、栄養士などから話

を聞くことで、市民に地域

の食材に対する誇りを持っ

てもらい、それが地産地消

の推進や地域外への情報発

信へとつながっていくため

の講習会を支援します。 

また、機能性成分を含み

注目を浴びているヒジキ、

アオサ、アカモクなどの海

藻類についての講習会を支

援します。 

④ 体験型学習機会の充実 協働施行型

具体的な事業 
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地区内外から、広く新規の就業者を募るため、関係団体と連携して多様な情報を提

供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 担い手の育成・確保に向けた情報提供の充実 協働施行型

 

 

・三重県農林水産支援センターや三重県漁連、全漁連と連携した就職情報の提供 

・広範な機関と連携した就業情報の発信 

・女性の就労拡大に向けた就業しやすい職場環境づくりの促進 

・居住支援策（住宅、空家等）の情報提供 など 

具体的な事業 
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観光・商工・福祉などと連携した新たな漁業就業形態の構築に取り組み、高齢者・

新規就業者・障がい者などの雇用の場の創出や所得の増大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海女小屋体験事業への支援 

・伊勢海老刺し網オーナー制度事業の支援 

・定置網漁の見学ツアーＰＲ支援 

・水福連携事業（ノリ養殖・カキ養殖の付着物除去作業）への支援 など 

海女小屋体験事業への支援 

新たな漁業就業形態の構築に取り組

み、海女さんの雇用の場となる海女小屋

体験事業などの事業を支援します。 

 

 

 

 

 

 

伊勢海老刺し網オーナー制度事業の支援 

漁協青壮年部と地元民宿・旅館が地域

を活性化させるべく立ち上げたイベント

である伊勢海老刺し網オーナー制度事業

を支援します。 

 

 

⑥ 異業種間連携による新たな雇用の創出 協働施行型

具体的な事業 
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(2) 漁業協同組合の基盤強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業者等が効率的な経営に取り組むため、経営の改善計画を検討し、創意工夫を生

かした経営改善の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業協同組合等が、将来にわたって安定した経営を持続していくため、社会情勢を

踏まえ、将来を見据えた経営計画の立案と計画の確実な遂行を支援します。 

 

 

 

 

 

 

・漁業経営改善制度（水産庁）活用に向けた改善計画策定の支援 

・国、三重県と連携した漁協経営支援 

・漁協経営基盤強化のための施設整備の支援 など 

漁協経営基盤強化のための施設整備の支

援 

漁協経営基盤強化のための施設整備に

ついて支援します。 

 

 

① 経営改善の促進 民間主導型

 

① 経営改善の促進 

② 適切な経営計画の立案と遂行 

③ 技術情報の共有 

④ 直販施設、レジャー施設等の運営 

展開方策 

 

 

・浜の活力再生プラン（広域計画含む）の策定及び事業の支援 など 

具体的な事業 

② 適切な経営計画の立案と遂行 協働施行型

具体的な事業 
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養殖技術や漁獲技術について、安定した品質の保持、漁獲量の確保を継続していく

ため、漁業協同組合等の連携を強化し、情報の共有化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・適切な情報伝達と指導事業による技術指導の実施 

・共有情報の検索の簡素化と、バックナンバーの保管 

・真珠養殖の研究開発情報の共有 

・養殖技術開発等業務で得られた情報の共有 

・アワビ種苗放流マニュアル・アカモクの漁獲マニュアルなど、関係団体で情

報を共有 など 

アカモクの漁獲マニュアル

など、関係団体で情報を共

有 

未利用の水産物であった

アカモクは、藻場としての

重要な役割を担っていま

す。過度に漁獲すること

は、環境へ悪影響を及ぼす

可能性があることから、資

源管理型漁業を推進するた

め三重県水産研究所、漁業

協同組合、志摩市商工会と

連携し「アカモクの漁獲マ

ニュアル」を作成しまし

た。この漁獲マニュアルに

従い試験操業が始まってい

ます。 

具体的な事業 

③ 技術情報の共有 協働施行型
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効率的な漁協経営を推進するため、異業種との連携による直販施設等の運営につい

て検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・移動販売事業への支援 

・伊勢海老刺し網オーナー制度事業の支援 

・漁業協同組合の直販施設建設の支援 

・異業種との連携に関する支援 など 

移動販売事業への支援 

朝水揚げされた魚の移動

販売などの移動販売事業を

支援します。 

店舗の少ない地区の高齢

者の買い物支援につながっ

ています。 

 

④ 直販施設、レジャー施設等の運営 民間主導型

具体的な事業 
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４．生産基盤の整備 

(1) 漁業生産基盤の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸揚げ量に応じた基盤整備を行うとともに、漁業者ニーズに合わせた漁港機能の充

実を図ります。また、台風等異常気象時においても安心して漁船が係留できるよう、

港内静穏度の確保に向けた施設の整備を推進するとともに、津波・高潮等から住民の

生命財産を守るため、災害に強い漁港づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水産物供給基盤機能保全事業（老朽化した漁港施設の修繕） 

・県営漁港整備事業の推進 

・市営漁港整備事業 

・漁港の定期確認 

・漁港事業継続計画策定の検討 

・防災対策の推進 など 

水産物供給基盤機能保全事業（老朽化した漁港施設

の修繕） 

老朽化した漁港が増えていることから、国の補助

事業も活用し、調査、整備計画を策定するととも

に、更新コストの平準化・縮減も勘案しながら漁港

施設の長寿命化を図ります。 

 

 

① 生産性の向上に資する漁港機能の充実・整備の促進 

② 施設情報の一元管理 

③ 海岸保全施設の整備の推進  

④ 漁港区域・海岸保全区域の漁業関連施設にかかる関係漁協との

調整 

展開方策 

具体的な事業 

① 生産性の向上に資する漁港機能の充実・整備の促進 行政主導型
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県営漁港整備事業の推進  

安全で円滑な漁業活動が行える漁港の

整備を推進するよう継続して三重県に働

きかけます。 

また、県事業の採択に応じ費用の一部

を負担します。 

 

 

市営漁港整備事業 

漁業就業者の高齢化が加速しているこ

とから、現状の把握に努め、安心して漁

船が係留できるよう、港内静穏度の向上

や係留施設の修繕など円滑な漁業活動が

行えるよう各漁港の実情にあった施設整

備に努めます。 

 

写真 上：施工前 

   下：施工後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災対策の推進 

県営漁港については、防災機能を有す

る漁港施設や漁港海岸施設の整備を推進

するよう継続して三重県に働きかけま

す。 

また、市営漁港についても高潮や津波

に備えるため、防災関係担当部署、消防

団、自治会、漁業協同組合と連携し、防

潮扉・水門等の開閉操作体制の構築や見

直しに取り組みます。 

具体的な事業 
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効率的、効果的な漁業関連施設の管理・整備が行うため、施設情報の一元管理を推

進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＧＩＳ（地理情報システム）などを活用した、情報の一元管理や効率的な施

設整備の促進 

・漁港台帳・漁港海岸保全区域台帳の整備事業 

・漁港施設用地利用計画等の見直し など 

漁港台帳・漁港海岸保全区

域台帳の整備事業 

デジタル化された市営漁

港台帳、市営漁港海岸保全

区域台帳を有効活用して漁

港の現状把握と効率的で適

切な漁港管理を行います。

また、漁港施設、漁港海岸

施設の新設や形状変更に伴

い随時データの更新を行っ

ていきます。 

具体的な事業 

② 施設情報の一元管理 行政主導型
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・三重県の海岸保全基本計画に基づく、海岸保全施設整備の推進及び関係行政

機関との調整 

・市営漁港海岸施設整備事業 

・海岸保全施設の予防保全などの整備を考慮した海岸保全整備計画の策定 

・漁港海岸保全施設の定期確認 など 

海岸保全施設の予防保全などの整備を考

慮した海岸保全整備計画の策定 

老朽化した護岸などの予防保全整備を

考慮した整備計画の策定や漁港海岸保全

施設の定期確認を行い適切な維持管理に

努めます。 

 

写真 上：未整備の漁港海岸保全施設 

   下：整備された漁港海岸保全施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（成果指標・目標値） 

 

 

各海岸において要所の安全を確保するため、老朽化した施設の補修及び自然条件や

背後集落の状況を勘案し、必要な対策事業を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 単位 
現状値 

（2016 年度） 

目標値 

（2025 年度） 

漁港海岸整備計画の策定数 

（市管理の８漁港海岸） 
漁港海岸 0  8  

 

 

具体的な事業 

③ 海岸保全施設の整備の推進 行政主導型
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漁港区域・海岸保全区域における漁業関連施設について関係する漁業協同組合と協

議するとともに、必要に応じて効率的な施設整備に向けた関係行政機関との調整を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漁業関連施設の利用の現状と地区の状況を考慮したうえ、有効活用に向けた

諸施設整備の検討 

・放置艇、廃船等不用資材の撤去による海洋環境の改善に向け、関係行政機関

と協力のうえ、海面利用の適正化指導の推進 など 

放置艇、廃船等不用資材の

撤去による海洋環境の改善

に向け、関係行政機関と協

力のうえ、海面利用の適正

化指導の推進 

漁港区域・海岸保全区域

の漁業関連施設について関

係する漁業協同組合と協議

するとともに、必要に応じ

て、効率的な施設整備に向

けた関係行政機関との調整

を図ります。 

また、漁業協同組合、関

係行政機関と連携し放置

艇、廃船等不用資材等の撤

去に向け適正化指導を推進

します。 

 

具体的な事業 

④ 漁港区域・海岸保全区域の漁業関連施設にかかる関係漁協との調整 行政主導型
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2) 市場の集約 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売競争力を高めるため、付加価値の向上、水産物の多岐にわたる情報発信などに

加え、購買者の選択範囲が拡大されるよう、市場を集約して、多様な水産物を一極に

集約する流通拠点の整備を図ります。 

また、電子入札等、新たな入札形態を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漁協経営基盤強化のための施設整備支援 など 

漁協経営基盤強化のための

施設整備支援 

販売競争力を高めるとと

もに、購買者の選択範囲が

拡大されるよう、市場を集

約する流通拠点の施設整備

を支援します。 

 

 

① 流通拠点の整備 

展開方策 

具体的な事業 

① 流通拠点の整備 民間主導型
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(3) 流通・加工の改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要とされる水産物を安定して消費者や加工業者に提供していくため、漁業者・仲

介人・運送業者や他の漁業協同組合と物流に関する情報交換のできる流通ネットワー

ク体制の構築などによる連携の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 効率的な流通形態の確立 

② ニーズに適応した水産物・水産加工品の提供 

③ 水産物の安定供給 

展開方策 

① 効率的な流通形態の確立 民間主導型
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消費者や加工業者のニーズが多

様化、高度化する中、どのような

商品が、どのような形態で求めら

れているのか、その動向を的確に

把握し、ニーズに見合った水産

物・水産加工品の提供を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニーズの把握・整理 

情報発信 

ニーズに適応した水産物 

・水産加工品の提供 

・インターネットの活用 

・移動販売によるニーズの把握 

・マーケティング調査の実施 

・消費者ニーズ、加工業者ニーズの把握、整理 

・消費者等のニーズを生産者へ発信 

 

 

・漁業協同組合で水産物を一次加工し販売する加工事業体制の構築の支援 など 

加工事業体制の構築の支援 

漁業協同組合で水産物を

一次加工し販売する加工事

業体制の構築の支援を行い

ます。 

 

具体的な事業 

② ニーズに適応した水産物・水産加工品の提供 民間主導型
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地産地消を推進し、加工業者や

消費者に対して“安全・安心・高

品質”な水産物・水産加工品の販

売拡大に努めるため、安定した水

産物の供給を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漁業協同組合・漁業者団体との協議 

・出荷調整のために必要となる施設整備の支援 など 

 

本市が全国に誇る産業を持続・発展さ

せるため、品質管理を徹底した高品質な

製品作りをＰＲし、消費者のニーズに合

った販売戦略を目指します。 

 

出荷調整方法の検討 

市場動向の把握 

出荷調整の試験運用 

調整保管の実施 

施設の整備 

・対象魚種の選定 

・活魚水槽導入 

・冷蔵、冷凍保管 

・需給バランスの確認 

具体的な事業 

③ 水産物の安定供給 民間主導型
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(4) 海洋性レジャーとの共存 

 

 

 

 

 

 

 

 

海洋性レジャーのニーズが高まる中で、漁業者と海洋レジャーのトラブル発生を未

然に防ぎ、両者の共存を図るため、啓発活動の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海洋レジャールール啓発活動会議への出席 

・沿岸漁場における海洋レジャールールの周知 

・三重県海面利用協議会への参画 など 

沿岸漁場における海洋レジ

ャールールの周知 

遊漁を含む海洋レジャー

と漁業との共存を目指し、

ルールやマナーの啓発に努

めます。 

 

 

① 海洋性レジャーとの共存形態の提唱 

展開方策 

具体的な事業 

① 海洋性レジャーとの共存形態の提唱 協働施行型
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５．ブランドの育成・振興 

(1) 品質・付加価値の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“安全・安心・高付加価値”の

水産物・水産加工品を提供し、販

路の拡大と販売価格の向上につな

げるため、漁獲から出荷にいたる

までの品質管理の徹底を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心･高付加価値の水産物･水産加工品 

釣り上げられた「あのりふぐ」は生簀の中で噛み

合って傷つかないよう下顎の歯を切り落としたり、

魚体が弱らないよう手に触れる機会を極力減らすた

め船上にて入札が行われるなど、より良い品質のト

ラフグが消費者に届くよう高品質、高付加価値化に

取り組んでいます。また、愛知県、静岡県の漁業者

と連携し、操業日数の制限、小型魚の再放流、乱獲

の防止や稚魚の放流など資源管理型漁業に取り組ん

でいます。 

 

 

・ＨＡＣＣＰ導入等、品質管理徹底に向けての情報提供などの支援 

※ＨＡＣＣＰ（ハサップ） 
Hazard Analysis and Critical Control 

Point（危害分析重要管理点）の略で、食品

製造工程の各段階で、発生する可能性のあ

る危害を予測・分析し、衛生管理上重要な

ポイント（加熱工程等）を定め、これを連

続的に監視することにより製品の安全を確

保する衛生管理手法。 

 

① 品質管理の徹底 

② 志摩の水産物・水産加工品（ブランド）構築及び情報発信 

展開方策 

① 品質管理の徹底 民間主導型

付加価値向上に向けた課題の整理 

推進体制の整備 

マニュアルの設定 

品質管理の徹底など 

水産物取扱現状の整理 

・陸揚げ後の施氷 

・冷却水などを利用した鮮度保持 

・各段階における品質管理 

・各段階における衛生管理  など 

・推進、指導体制 

・勉強会の実施 

・抽出検査 

・水産品の取扱方法 

・ＨＡＣＣＰ導入による衛生管理 

具体的な事業 

第
５
章 

施
策
の
展
開
方
策 



 107

 

 

古くから「御食
み け つ

国
くに

」とうたわれ

た伊勢志摩国立公園の豊かな自然

環境の中で生産されている高品質

な水産物・水産加工品を、さらに

品質管理や衛生管理を徹底するこ

とで付加価値を向上させ、志摩市

地域ブランド推進事業と連携して

販路の拡大や情報発信に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・志摩市地域ブランド推進協議会における「志摩ブランド」の構築 

・県立水産高等学校との連携による地場産品開発事業 

・商工・観光関係のイベントへの参加  

・漁業と観光業の連携による取り組み（海女小屋体験・伊勢海老刺し網オーナ

ー制度事業など） 

・海女の漁獲物の付加価値向上に向けた海女の魅力をＰＲする取り組み（海女

もん✳など） 

・未利用・低利用水産物の付加価値向上などの６次産業化の取り組み 

・真珠品評会事業補助金 

・三重のアコヤ貝真珠ＰＲ事業補助金 

・伊勢志摩サミットや日本農業遺産✳認定の知名度を活かした情報発信 など 

具体的な事業 

② 志摩の水産物・水産加工品（ブランド）構築及び情報発信 協働施行型

水産物・水産加工品の選定 

品質管理・衛生管理の徹底など 

情報の発信方法の検討など 

情報の発信の展開 

効果の検証 

・資源管理型の漁獲（小型魚の保護・再放流） 

・安定供給（不漁時の対応策） 

・衛生面の向上 

・機能性成分等の調査 

・異業種間連携（流通業・加工業・観光業・福祉 

関係・高校） 

・情報発信媒体の選定（インターネット、ＳＮＳ等） 

・パンフレット、ポスターの作成 

・イベントの開催や参加（パンフレット、ノベルティー 

の配布） 

・広報誌への記事掲載依頼 
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県立水産高等学校との連携

による地場産品開発事業 

県立水産高等学校と連携

し、地元の水産物を使った

新商品を開発することによ

り、消費拡大・地域活性化

につなげる取り組みを実施

します。 

 

 

 

 

商工・観光関係のイベント

への参加 

商工・観光関係のイベン

トに参加し、御食
み け つ

国
くに

志摩の

水産物・水産加工品の情報

を県内外に向け発信しま

す。 

 

 

 

 

 

 

真珠品評会事業補助金 

三重県産真珠の品質向上

を図るとともに真珠の素晴

らしさを内外に広く発信す

るため、三重県真珠養殖連

絡協議会が実施する真珠品

評会に対し補助を行いま

す。 
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(2) 地産地消の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

若年層を中心に急速に進む「魚

離れ」に歯止めをかけるため、学

校給食における地元水産物・水産

加工品の活用を促進し、その魅力

を伝え、望ましい食生活の実現に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給体制の検討 

学校給食への地元水産物 

・水産加工品の導入 

調理モデルの検討 

・好まれている水産料理、調理方法の把握 

・好まれる魚種、安定供給体制の検討 

・古くから受け継がれている調理方法の取り入れ 

・簡易、大量調理に向けた調理モデルの検討 

乳幼児、小・中学生の食状況把握 

 

① 学校給食への地元水産物・水産加工品の導入の促進 

② 「顔の見える関係づくり」の促進 

展開方策 

 

 

・志摩のふるさと給食 など 

志摩のふるさと給食 

学校給食に地元水産物・

水産加工品を導入し、食材

を通じて水産業の魅力を伝

えるとともに魚食普及に努

めます。 

 

具体的な事業 

① 学校給食への地元水産物・水産加工品の導入の促進 行政主導型
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水産物・水産加工品の安全・安

心に対するニーズが高まっている

中、消費者に安全・安心・高品質

な水産物・水産加工品として継続

的に提供していくため、消費者が

知りたい、きめ細かな情報提供を

することにより「顔の見える関係

づくり」を推進し、消費者との信

頼関係の構築を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・真珠品評会事業への支援 

・三重のアコヤ貝真珠ＰＲ事業への支援 

・あのりふぐ協議会の活動への支援 など 

三重のアコヤ貝真珠ＰＲ事

業への支援 

三重県産真珠の素晴らし

さをＰＲするため、三重テ

ラスをはじめとする関東地

方で各種催し物を開催する

真珠ＰＲ事業に対し補助を

行います。 

 

 

具体的な事業 

② 「顔の見える関係づくり」の促進 民間主導型

提供方法の検討 

情報の充実度の検証 

提供情報の整理 

情報提供の推進 

・店頭表示方法 

・ネット表示方法 など 

・トレーサビリティー✳の確立 

・生産者情報 

・管理、衛生情報 

・流通情報 など 
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□志摩市水産業振興計画策定検討会委員名簿 

 

【平成 27 年度】 

氏 名 区 分 役 職 等 備 考

井上 作廣 漁業関係者 三重外湾漁業協同組合  常務理事 会 長 

山際 定 漁業関係者 船越真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長 副会長

藤原 隆仁 漁業関係者 鳥羽磯部漁業協同組合  常務理事   

伊藤 健也 漁業関係者 三重県真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長  

西岡 昌慶 漁業関係者 越賀真珠漁業協同組合 代表理事組合長   

竹内 洋 漁業関係者 片田真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長   

谷口 博俊 漁業関係者 神明真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長   

森下 文内 漁業関係者 立神真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長   

坂下 啓登 経済団体関係者 志摩市商工会 会長   

西尾 新 観光団体関係者 志摩市観光協会 会長   

藤田 弘一 学識経験者 三重県伊勢農林水産事務所 水産室漁政課 課長   

山田 浩且 学識経験者 三重県水産研究所 研究管理監  

前田 周作 志摩市 志摩市農林水産部 部長   

 

 

【平成 28 年度】 

氏 名 区 分 役 職 等 備 考

井上 作廣 漁業関係者 三重外湾漁業協同組合  常務理事 会 長 

山際 定 漁業関係者 船越真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長 副会長

田邊 善郎 漁業関係者 三重外湾漁業協同組合  理事・指導漁業士   

中村 拓也 漁業関係者 三重外湾漁業協同組合  指導漁業士   

藤原 隆仁 漁業関係者 鳥羽磯部漁業協同組合  常務理事   

山口 壽 漁業関係者 三重県真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長   

西岡 昌慶 漁業関係者 越賀真珠漁業協同組合 代表理事組合長   

竹内 洋 漁業関係者 片田真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長   

谷口 博俊 漁業関係者 神明真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長   

森下 文内 漁業関係者 立神真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長   

坂下 啓登 経済団体関係者 志摩市商工会 会長   

西尾 新 観光団体関係者 志摩市観光協会 会長   

藤田 弘一 学識経験者 三重県伊勢農林水産事務所 水産室漁政課 課長   

津本 欣吾 学識経験者 三重県水産研究所 統括研究員兼研究管理監   

稲田 元昭 志摩市 志摩市産業振興部 部長   
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【平成 29 年度】 

氏 名 区 分 役 職 等 備 考

井上 作廣 漁業関係者 三重外湾漁業協同組合  常務理事 会 長 

山際 定 漁業関係者 船越真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長 副会長

田邊 善郎 漁業関係者 三重外湾漁業協同組合  理事・指導漁業士   

中村 拓也 漁業関係者 三重外湾漁業協同組合  指導漁業士   

藤原 隆仁 漁業関係者 鳥羽磯部漁業協同組合  常務理事   

山口 壽 漁業関係者 三重県真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長   

西岡 昌慶 漁業関係者 越賀真珠漁業協同組合 代表理事組合長   

竹内 洋 漁業関係者 片田真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長   

谷口 博俊 漁業関係者 神明真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長   

森下 文内 漁業関係者 立神真珠養殖漁業協同組合 代表理事組合長   

坂下 啓登 経済団体関係者 志摩市商工会 会長   

西尾 新 観光団体関係者 志摩市観光協会 会長   

竹内 俊博 学識経験者 三重県伊勢農林水産事務所 水産室漁政課 副参事兼課長   

津本 欣吾 学識経験者 三重県水産研究所 統括研究員兼研究管理監   

浅野 洋一 志摩市 志摩市産業振興部 部長   
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□計画策定経過 

 

 

日    時 内    容 

平成２８年２月２９日（月）１３：３０～ 

第１回第２次志摩市水産業振興計画策定検討会 

１）会長、副会長の選出 

２）漁業の現状についての報告 

３）目標値の達成状況についての報告 

４）新しい水産業振興計画策定についての説明 

５）計画策定スケジュールの確認 

平成２９年３月１日（水）１４：００～ 

第２回第２次志摩市水産業振興計画策定検討会 

１）計画策定スケジュールの確認 

２）意識調査の方法について検討 

平成２９年４月１８日（火）～ 

平成２９年５月３１日（水） 

○漁業従事者、宿泊施設、飲食店、一般市民

へのアンケート調査の実施 

平成２９年６月２０日（火）～ 

平成２９年９月２５日（月） 

○漁業協同組合、真珠養殖漁業協同組合、ス

ーパーマーケット、商工会、観光協会、県立

水産高等学校、観光事業者へのヒアリング調

査の実施 

平成２９年１０月１６日（月）１４：００～ 

第３回第２次志摩市水産業振興計画策定検討会 

１）計画策定スケジュールの見直し 

２）現況調査結果の報告 

３）意識調査（アンケート・ヒアリング）の状況報告

４）水産業振興計画（骨子案）の検討 

平成３０年１月１７日（水）１４：００～ 

第４回第２次志摩市水産業振興計画策定検討会 

１）水産業振興計画（素案）の確認 

２）今後のスケジュールの確認 

平成３０年１月２２日（月）～ 

平成３０年２月２２日（木） 
○パブリックコメントの実施 

平成３０年３月９日（金）１４：００～ 

第５回第２次志摩市水産業振興計画策定検討会 

１）第２次志摩市水産業振興計画（最終案）の

承認 
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□用語の解説 

 

 

 

英虞湾観測事業（ｐ57、77、81） 

英虞湾の真珠養殖漁場におけるヘテロカプサ赤潮等の発生状況を早期に把握し、対応する

ための組織・体制作りをすすめ、生産者自らが観測を行うことで漁場管理に対する意識の

啓発を行う事業のこと。 

ＡＭＡＮＥＭＵ（ｐ53） 

ホテルチェーン「アマンリゾーツ」が、「アマン東京」に続く国内２軒目として、2016

年３月１日に伊勢志摩国立公園内にオープンしたホテル。 

海女もん（ｐ107） 

鳥羽・志摩地域の海女が採取した魚介藻類およびそれらを主な原料とする加工品につける

共通ブランド名のこと。 

磯根資源（ｐ57、78） 

磯に根付いて生活するワカメ、イセエビ、サザエ、アワビなどの水産業で重要な海産動植

物のこと。 

磯焼け（ｐ49、54、57） 

浅海の大型海藻群落が何らかの原因で衰退、消失し、無節サンゴモ群落が拡大して海底を

覆う状態が長期間続く現象のこと。 

魚つき林（ｐ81） 

水面への森林の投影、養分・飼料の供給、水質の汚染防止などにより、海岸、河川、湖沼

などの魚類の生息、繁殖に好影響をもたらす森林のこと。魚つき林の概念は江戸時代から

あったものと考えられている。 

浮魚礁（ｐ78） 

回遊魚が漂流物に集まる習性を利用して集魚を図る施設のこと。海の表層または中層に人

工物を位置させる。 

沿岸漁業（ｐ２、４、15、20、24 ほか） 

一般に陸から比較的近い日帰りできる程度の沿岸部で行われる漁業のこと。 

沖合漁業（ｐ２、５、24、25、27） 

10t 以上の比較的大型の漁船を使用し、航海日数 1 週間以内の沖合で営まれる漁業のこと。 

 

 

 

海面漁業（ｐ２、４、５、24、26 ほか） 

海面において水産動植物を採捕する事業のこと。内水面漁業に対する語。養殖事業を含む

場合もある。 

海面漁業生産統計調査（ｐ26、27、30） 

海面漁業の生産に関する実態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的と

して、海面に沿う市区町村及び市町村指定の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関を 
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対象に実施している調査のこと。 

漁業近代化資金（ｐ88） 

漁業近代化資金融通法に基づき、漁業協同組合等系統資金の活用により、漁業者等の資本

装備の高度化及び経、営の近代化を図ることを目的として、国又は都道府県が利子補給措

置を講じる資金のこと。  

漁業経営体（ｐ23、56、66、67、68 ほか） 

利潤または生活の資を得るために漁業を営む世帯又は事業主のこと。漁業センサスにおい

ては、過去１年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、

海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所のこと（ただし、

過去１年間における漁業の海上作業従事日数が 30 日未満の個人経営体は除く）。 

漁業就業者（ｐ10、11、12、54、66 ほか） 

満 15 歳以上で、過去１年間の漁業の海上作業従事日数が 30 日以上の者。 

漁業センサス（ｐ22、23、24、25、35 ほか） 

漁業センサスは、我が国漁業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、漁村、水産

物流通・加工業等の漁業を取り巻く実態と変化を総合的に把握し、新しい水産基本計画に

基づく水産行政施策の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し、提供することを目的

に、５年ごとに行う調査のこと。 

魚食リーダー（三重県魚食リーダー）（ｐ52） 

三重県魚食リーダー養成講座を受講し、三重の魚の魅力や食べ方を広く消費者等に伝える

スキルを身につけた人材のこと。三重県が認定している。 

 

 

 

里海ツーリズム（ｐ64） 

里海志摩の観光資源の魅力（＝価値）を伝え、豊かな自然環境の素晴らしさや、その自然

環境に根ざした産業などについて学び・体験できる一連の観光事業のこと。 

資源管理型漁業（はじめに、ｐ63、64、69、75 ほか） 

漁業者が相互に話し合い、資源に対する過度の漁獲圧力を低減させ、地域の漁業や資源の

状況に応じた禁漁期、禁漁区の設定、漁具、漁法の制限等自主的な管理を実施して、資源

の再生産と有効利用を適切に図ることにより、将来にわたって漁業経営の安定、発展を目

指す漁業のこと。 

シズル感（ｐ53） 

食欲や購買意欲が刺激される感覚のこと。 

持続可能な開発目標（SDGs）（はじめに） 

平成 27（2015）年９月の国連総会において全会一致で採択された、2030 年を期限とする

国際社会が実現すべき開発目標のこと。内容としては、飢餓や貧困の撲滅、経済成長と雇

用、気候変動など包括的な 17 の目標を設定。法的な拘束力はなく、各国の状況に応じた

自主的な対応が求められる。 

自動水温観測ブイ管理事業（ｐ57、77） 

漁場の環境変動が大きくなる中で、安定した養殖管理を行うためには海況観測を行い、漁 
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業者にデータを提供することが必要であることから、三重県真珠養殖連絡協議会が行う自

動水温観測ブイの管理事業のこと。 

種苗放流（ｐ31、32、33、34、40 ほか） 

資源の増大を目的として、天然採苗または人工生産した種苗を海に放すこと。 

真珠母貝（ｐ54、58、59、71、84、86） 

真珠養殖において、真珠を作らせるためのアコヤガイ。母貝やピース貝の品質が生産され

る真珠の品質に大きく影響するため、ピース貝同様、目的にあった選抜育種が行われてい

る。 

水福連携（ｐ55、89、92） 

漁協や漁業者等の水産分野と福祉的就労事業所等の福祉分野が連携して、障がい者に対す

る漁業就労機会の提供を図る取り組みのこと。 

スケールメリット（ｐ49） 

規模が大きくなることで得られる効果や利益のこと。 

スポーツツーリズム（ｐ64） 

スポーツを「観る」「する」ための旅行そのものや周辺地域観光に加え、スポーツを「支

える」人々との交流、あるいは生涯スポーツの観点からビジネスなどの多目的での旅行者

に対し、旅行先の地域でも主体的にスポーツに親しむことのできる環境の整備、そして国

際競技大会の招致・開催、合宿の招致も包含した「豊かな旅行スタイルの創造」を目指す

もの。 

静穏度（ｐ19、20、55、73、96 ほか） 

漁港、港湾における航路、泊地の静穏の度合いのこと。 

漸減（ｐ７、24、25、26、30） 

次第に減ること。 

漸増（ｐ56） 

次第に増えること 

総生産（ｐ13、14） 

三重県の市町民経済計算の県（市町）内総生産とは、地域内の生産活動によって新たに生

み出された付加価値の合計額であり、産出額から中間投資額を控除したもの。 

 

 

 

卓越年級群（ｐ32） 

稚魚期の減耗が少なかったためなど、何らかの要因で、ある資源生物の個体数が極端に多

い年級群（誕生年が同じ資源生物）のこと。 

地産地消（ｐ49、51、52、55、62 ほか） 

地域生産・地域消費の略語で、地域で生産された農産物や水産物をその地域で消費するこ

と。 

つきいそ（ｐ57、78、89） 

魚を集めるために、岩石・コンクリートブロックなどを沈めた人工の魚礁のこと。 

トレーサビリティ（ｐ110） 
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製品の生産工程から市場に流通して消費・廃棄するまでの経路を追跡・確認できる管理シ

ステムのこと。 

 

 

 

日本農業遺産（はじめに、ｐ107） 

我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を農林水

産大臣が認定する制度のこと。平成 28 年度に国が創設し、三重県の誇るべき「尾鷲ヒノ

キ林業」と「鳥羽・志摩の海女漁業と真珠養殖業」が認定された。 

ノベルティー（ｐ59、62、107） 

公告、宣伝を目的として、社名や商品名などを入れて無料配布する記念品のこと。 

 

 

 

浜の活力再生プラン（ｐ60、93） 

漁村地域の活性化を図るため、地域の特性や実態に合わせて、将来の浜のあるべき姿、取

り組むべき課題を漁業者が主体となって考え策定するプランで、水産庁が認定する。プラ

ンには漁業所得の 10％以上向上を盛り込む必要があり、プラン策定が国の補助事業など

の採択要件となっている。 

ピース貝（ｐ54、59、71、84） 

真珠層の形成を促す目的で、核とともに母貝に挿入される外套膜の小片（ピース）を採取

するためのアコヤガイ。母貝やピース貝の品質が生産される真珠の品質に大きく影響する

ため、目的にあった選抜育種が行われている。 

フォトジェニック（ｐ53） 

写真で映える、写真うつりがよいこと。 

平準化（ｐ60、96） 

物事の不均衡や格差をなくし、公平な状態にすること。でこぼこをなくすこと。 

 

 

 

マルシェ（ｐ49） 

マルシェ（フランス語）は日本では「市場」のこと。 

三重県の市町民経済計算（ｐ13、14） 

国民経済計算と共通する概念に基づいており、三重県や市町という行政区域内で一定期間

（通常は、１会計年度）の経済活動の成果を社会会計方式に基づき計測するもの（新たな

データの採用や推計方法の改善などにより遡及改訂を行っており、各計数は既報の公表値

とは異なる）。 

御食国（はじめに、ｐ６、９、107、108） 

天皇の食物を献上する国のこと。志摩地方は朝廷に海産物を納める「御食国」として重要

な地位を占めていた。 
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藻場（ｐ39、57、70、78、79ほか） 

藻場とは、単一種もしくは複数種の大型海藻や海草が、かなりの密度である程度広い面積

の群落を形成している場所のこと。 

藻場造成（ｐ57、79） 

何らかの原因で藻場がなくなった場所へ人の手によって海藻の移植を行い、新たな藻場を

つくり出すこと。人工島や防波堤等の護岸部等を利用し海藻を移植する。 

 

 

 

リーマンショック（ｐ28、50、56） 

2008 年 9 月に、アメリカ合衆国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズ・ホールディン

グスが経営破綻したことに端を発して、連鎖的に世界的金融危機が発生した事象。 

漁師塾（はじめに、ｐ89） 

若者などの水産業への就労・就業を促進するため、漁業技術の研修を通じて人材育成や就

業支援を行う、漁協が開設する育成機関。畔志賀漁師塾などがある。 

厘玉（ｐ28） 

直径 5.0 ミリ未満のアコヤ真珠のこと。8.0 ミリ以上を大玉、6.0 以上 8.0 ミリ未満を中

玉、5.0 以上 6.0 ミリ未満を小玉、3.0 ミリ未満を細厘玉（さいりんだま）と呼ぶ。 

６次産業化（ｐ50、51、55、64、107） 

１次産業が加工（２次産業）や流通販売（３次産業）などを自己の経営に取り入れ一体化

したり、産業間の連携を図ったりすることにより、業務展開している経営形態のこと。 
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